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第１章 総  論 

 

第１節 計画作成の趣旨等 

 

１ 計画の目的 

噴火に伴う火山現象は多様であり、なかでも噴石、火山泥流および火砕流については、その現象が

生じてから短時間で居住地域等に影響が及び、生命に対する危険性も高いことから、現象が発生する

前から事前の避難が必要となる。 

また、噴火の兆候から本格的な噴火に至るまでの時間を見積もることは難しく、混乱なく迅速な避

難を実施するためには、避難計画をあらかじめ具体的に定めておく必要がある。 

これらのことから、恵山火山防災協議会（以下「協議会」という。）の構成機関による連携・協力の

もと、具体的で実践的な避難対策を行うための避難範囲等を設定し、恵山噴火災害における人的被害

の軽減を図るために、「函館市恵山火山避難計画」を策定する。 

 

 

２ 恵山火山防災協議会の概要 

本市においては、平成 26 年 9 月に発生した御嶽山の噴火災害を受け、常時観測火山である恵山に

関する防災対策を推進するため、平成 27年 3月 26日に函館市、国、北海道および防災関係機関によ

り函館市防災会議に恵山火山防災対策部会（以下「部会」という。）を設立したが、平成 27年 7月に

活動火山対策特別措置法（以下「法」という。）が改正され、平成 28年 2月には法に基づく恵山の火

山災害警戒地域に本市が指定されたことから、同年 3月 17日に協議会を設置し部会を廃止した。 

協議会は、法に基づいた機関や学識経験者のほか、恵山火山防災に密接に関わる機関（以下「協議

会構成機関」という。）で構成され、平常時から恵山の噴火時の総合的な避難対策等の警戒避難体制に

関する検討を共同で行い、火山災害に対する防災体制の構築を推進するとともに、地域住民等の防災

意識の向上に資することを目的としている。 

協議会の規約および構成機関は巻末資料に掲載のとおり。 

 

 ■活動火山対策特別措置法（抜粋） 

（火山防災協議会） 

第四条 前条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県

及び市町村は、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必要な協議を行うための協

議会（以下「火山防災協議会」という。）を組織するものとする。 

２ 火山防災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 当該都道府県の知事及び当該市町村の長 

二 警戒地域の全部若しくは一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長若しくは地方気象台長又はその

指名する職員 

三 警戒地域の全部若しくは一部を管轄する地方整備局長若しくは北海道開発局長又はその指名する職員 

四 警戒地域の全部若しくは一部を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは

機関の長 

五 警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長 

六 当該市町村の消防長（消防本部を置かない市町村にあつては、消防団長） 

七 火山現象に関し学識経験を有する者 

八 観光関係団体その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者 

３ 火山防災協議会において協議が調つた事項については、火山防災協議会の構成員は、その協議の結果を

尊重しなければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、火山防災協議会の運営に関し必要な事項は、火山防災協議会が定める。 
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３ 恵山の概要、地形、構造等 

恵山は、北海道渡島半島（亀田半島）最東端に位置する活火山で、溶岩ドーム、溶岩流・火砕流堆

積物から形成された台地、地すべり地形、火山麓扇状地などからなり、恵山火山の中央部には「火口

原」と呼ばれる標高 300～350ｍの平坦な高原地帯が広がる。この「火口原」を取り囲むように、西方

に「椴山溶岩ドーム」、北西部に「海向山溶岩ドーム」、柏野から海向山にかけての「外輪山溶岩ドー

ム群」、南側に向かって大きく馬蹄形の崩壊地形を示す「スカイ沢溶岩ドーム」、東部に円状の凸地形

のある「御崎溶岩ドーム」および「水無溶岩ドーム」、そして、最も新しい「恵山溶岩ドーム」が分布

している（図 1-1）。恵山溶岩ドームの西側には爆裂火口があり、火口内には現在も噴気活動が見られ

ている（図 1-2、1-3）。 

 

図 1-1 恵山周辺の地形（1/50000地形図と赤色図を合成） 

溶岩ドームの名称は、勝井義雄・横山泉・岡田弘・坪俊彰（1983） 
恵山火山地質・噴火史・活動の現況および防災対策、 

北海道における火山に関する研究報告書による。 

※地形図は、日本活火山総覧（第４版）から引用。 
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図 1-2 恵山溶岩ドーム西側の爆裂火口（2007年 10月 31日、西側上空から撮影） 

 

図 1-3 恵山溶岩ドーム周辺の火口地形 

図の作成にあたっては国土地理院発行の 

「数値地図 50ｍメッシュ（標高）」を使用 
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４ 恵山の観測体制 

札幌管区気象台地域火山監視・警報センター（以下「札幌管区気象台」という。）では、噴火の前兆

を捉えて噴火警報等を適確に発表するために、観測機器を整備し、国土地理院からのデータ提供も受

け、火山活動を 24時間体制で常時観測・監視している。 

これらの観測・監視の成果を用いて火山活動の評価を行い、居住地域や火口周辺に危険を及ぼすよ

うな噴火の発生や拡大が予想された場合には「警戒が必要な範囲」（この範囲に入った場合には生命

に危険が及ぶ）を明示して噴火警報を発表する。 

恵山における観測機器の設置状況を図 1-4に示す。 

 

■ 地震計 

微小な火山性地震や火山性微動を観測する機器  

 

□ 空振計 

噴火等に伴う空気の振動を観測する機器 

 

▲ 傾斜計 

火山周辺の微小な傾斜変化を観測する機器 

 

◆ ＧＮＳＳ 

火山周辺の地殻の変化を観測する機器 

 

★ 監視カメラ 

噴煙の高さや噴出物（火山灰や噴石）、火映など

の発光現象等を映像により観測する機器 

 

 

 

注：(国) 国土地理院 

 

       図 1-4 恵山における観測機器の設置状況 
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第２節 恵山で想定される火山現象 

 

恵山で噴火が発生した場合に、火山活動の各段階で、噴火警戒レベルに応じてとるべき規制や避難等

に係る防災対応は、気象庁が作成した「火山防災対策を検討するための恵山の噴火シナリオ」（以下「噴

火シナリオ」という。）に基づき協議会で検討した。以下に噴火シナリオのポイントをまとめる。 

 

１ 過去の噴火実績 

恵山の活動は、約 4.5～5万年前頃に始まり、その後は約 5千年～1.5万年ごとに新たな位置に溶岩

ドームを形成する活動を５回繰り返してきた。 

恵山における最近 1 万年間の火山活動は、約 8000 年前の噴火で大規模な火砕流が発生して山麓に

台地が作られるとともに、恵山溶岩ドームが形成された。その後、約 5000年前、約 3000年前、約 2500

年前、約 600 年前にも噴火が起こり、約 3000 年前の噴火以外では火砕流や火砕サージが発生した。

また、約 2500 年前の噴火では恵山溶岩ドームの山体崩壊により岩屑なだれが発生し、現在の爆裂火

口が形成された。 

有史以降では、1846年と 1874年に水蒸気噴火が起こっている。このうち 1846年噴火では発生した

火山泥流により多数の死者が出たが、これら 2回の噴火活動に関する詳細な記録は残っておらず、地

球物理学的観測データもないため、どのような時間的推移を辿ったのか不明な点が多い。 

最近 1万年以降の火山活動履歴（概要）を表 1-1にまとめる。 

 

表 1-1 恵山における最近 1万年以降の活動履歴（荒井（1998）による） 

噴火発生年 噴出物量 噴火の分類 火山現象 被害・その他 

約 8000年前 108 ｍ3 マグマ噴火 
火砕流・火砕サージ（約 4km）、 

噴石、降灰 

火砕流台地形成 

恵山溶岩ドーム形成 

約 5000年前 106 ｍ3 マグマ噴火 
火砕流（約 3km）、噴石、降灰、 

（火山泥流） 
 

約 3000年前 105 ｍ3 水蒸気噴火 噴石、降灰 

降灰堆積物 

 火口周辺 3）：15㎝ 

 山麓 4）：5㎝ 

約 2500年前 106 ｍ3 水蒸気噴火 
火砕サージ 1)（約 2km）、山体崩壊

（岩屑なだれ 2））、噴石、降灰 
 

約 600年前 105 ｍ3 水蒸気噴火 火砕サージ 1)（約 2km）、降灰  

1846年 105 ｍ3 水蒸気噴火 噴石、降灰、火山泥流 

泥流被害 

（家屋埋没、死者多数） 

降灰堆積物 

 火口周辺 3）：15㎝ 

 山麓 4）：5㎝ 

1874年 105 ｍ3 水蒸気噴火 噴石、降灰 

大地獄火口で発生 

降灰堆積物 

 火口周辺 3）：15㎝ 

 山麓 4）：10㎝ 

 1）現時点では、噴火による堆積物中に高温だったことを示す明瞭な証拠（溶結物質や炭化木など）が見つかっていないことか

ら、低温型の火砕サージだった可能性も考えられる。 

 2）「火口原」に見られる凸地形の存在から推定したもので、堆積物中に岩屑ブロックは見つかっておらず不確実性が残ってい

る。 

 3）火口周辺：火口から数百ｍ～1km 程度 

 4）山麓：火口から 1.5km～2km 程度 
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２ 噴火に伴う火山現象と想定される噴火規模および影響範囲 

恵山で過去１万年間に発生した噴火に伴う代表的な現象としては、噴石、火砕流・火砕サージ、火

山泥流、山体崩壊に伴う岩屑
がんせつ

なだれの４つが挙げられ、噴出物の飛散・到達距離、影響範囲は、次の

とおりとなっている。 

 

(1) 水蒸気噴火による噴石 

水蒸気噴火の発生時には、噴石、降灰、空振などが見られ、このうち大きな噴石の飛散について

は防災対策を検討するうえで重要度の高いものである。これまでの地質調査によると、恵山周辺に

分布している過去の噴出物の中には大きな噴石は見つかっていないが、小規模な水蒸気噴火では、

火口から 1km以内の範囲が最も危険度の高い区域とされている。 

ただし、他火山の水蒸気噴火では、もう一回り小さい規模の水蒸気噴火も発生していることから、

発生する可能性が最も高いと考えられるごく小規模な噴火も想定することとし、その影響範囲を約

500ｍとした。 

 

(2) 水蒸気噴火に伴う火山泥流 

火山泥流は火口から熱泥水が直接溢れ出して生じる場合や積雪時に発生した噴火により生じる

融雪型泥流のように噴火活動により直接生じる場合と、噴火により山体に堆積した火山灰等の噴出

物がその後の降雨等により二次的に生じる場合がある。 

恵山では 1846年の噴火の際に火山泥流が発生しており、噴火が小規模であったにもかかわらず、

水無沢上流部の急斜面から噴火が発生したため、火山泥流が火口から約1kmを越えて流下している。 

火山泥流の範囲を図 1-5 に示すが、西側爆裂火口（X 火口、Y 火口）を除いた急斜面の火口付近

から伸びているものを一次泥流による影響範囲とすることとし、西側爆裂火口（X火口、Y火口）か

らの泥流については、火口から流路が長く、砂防工事も進んでいることから、一次泥流の影響は少

ないと想定し、影響範囲から除くこと

とする。 

なお、噴火に伴う泥流の影響範囲

は、噴火が発生する場所に強く影響さ

れるため、図に示した以外の地域でも

泥流が発生する可能性があることに

注意が必要である。 

 

 

  図 1-5 想定火口と想定した 

      一次火山泥流の範囲 

    （国土地理院基盤地図情報を使用） 

      ：想定火口 

    赤塗：泥流の影響範囲 

    黄塗：西側爆裂火口からの泥流（本計画で 

       は一次泥流の影響範囲に含めない。） 

      ：居住区域 

                                       （国土地理院基盤地図情報を使用） 
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(3) 火砕流・火砕サージ 

恵山では、最近１万年以降に火砕流・火砕サージは４回発生している。約 8000年前の噴火では、

噴煙柱が崩壊して発生する全方位型の火砕流と、溶岩ドーム崩落型の火砕流の両方が発生したと考

えられている。また約 5000 年前の噴火では「火口原」東部から北北東山麓の元村地域にかけて火

砕流堆積物が確認されており、小規模な火砕流と火砕サージが発生したと考えられる。 

火砕サージは、約 2500 年前および約 600 年前の噴火でも発生しており、東麓の恵山岬付近（山

頂から約 2km）の海岸まで達している。 

なお、火砕流と火砕サージは防災上の観点からは特に区別して扱う必要がないため、本計画では

両者を一括りにして「火砕流」と呼ぶこととする。 

 

(4) 山体崩壊に伴う岩屑なだれ 

山体崩壊に伴う岩屑なだれは、規模によっては流下方向の山麓部に甚大な被害を伴う現象である。

恵山で過去１万年以降に発生した山体崩壊は、約 2500年前の噴火の恵山溶岩ドーム西側が崩壊し、

現在の爆裂火口が形成された山体崩壊のみであり、その発生頻度はかなり低いが、恵山が有する急

峻な地形や硫化変質を受けた地質等を考慮すると、今後発生する可能性が全くないとは言いきれな

い。 

 

 

３ 避難計画策定のための噴火警戒レベルの設定 

火山災害の要因となる主な火山現象には、大きな噴石、火砕流、火山泥流、溶岩流、小さな噴石・

火山灰、泥流・土石流、火山ガス等があるが、噴火時等の避難体制の検討にあたっては、噴火開始後

から避難までの時間的猶予がほとんどなく、生命に対する危険性が高い「大きな噴石の飛散」、「火山

泥流」および「火砕流」に着目し、噴火シナリオで想定した火山活動の各段階における現象の影響範

囲からとるべき防災対応を踏まえ、５段階の噴火警戒レベル（噴火警報で発表するレベルごとの「警

戒が必要な範囲」）を設定する。 

 

(1) 想定する噴火と火山現象・影響範囲 

上述の大きな噴石、火山泥流、火砕流の３つの現象が発生した場合の影響範囲の観点から、「火口

周辺に影響を及ぼす噴火」「山麓に影響を及ぼす噴火」「居住区に影響を及ぼす噴火」の３つのケー

スを想定することとする。 

① ケース１「火口周辺に影響を及ぼす噴火」 

現在噴気活動が活発な西側の爆裂火口（X・Y火口）でごく小規模な水蒸気噴火が発生すること

を想定する。着目すべき火山現象は大きな噴石の飛散で、飛散距離は約 500ｍとする。 

 

② ケース２「山麓に影響を及ぼす噴火」 

図 1-5に示す想定火口から小規模な水蒸気噴火が発生することを想定する。着目すべき火山現

象は、大きな噴石の飛散と火山泥流とし、大きな噴石の飛散範囲は約 1kmとする。火山泥流につ

いては、小規模な噴火でも発生すると想定する。 

 

③ ケース３「居住区に影響を及ぼす噴火」 

図 1-5に示す想定火口から中～大規模な水蒸気噴火およびマグマ噴火が発生することを想定す

る。着目すべき火山現象は、大きな噴石の飛散、岩屑なだれ、火砕流を想定するが、火砕流の影

響範囲が最も広いため、その範囲をケース３の影響範囲とし、恵山地区の御崎町から古武井町に

かけてと椴法華地区全域の範囲を想定することとする。 
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表 1-2 噴火シナリオで想定したケースのまとめ 

 ケース１ ケース２ ケース３ 

噴火の区分の名称 
火口周辺に影響を及ぼす

噴火 

山麓に影響を及ぼす噴火 

（一部居住区を含む） 

居住区に影響を及ぼす 

噴火 

噴火の規模 ごく小規模 小規模 中～大規模 

想定する火口 
爆裂火口原内の想定火口 

（X火口、Y火口） 

全ての想定火口 

（泥流の発生は爆裂火口

原内の想定火口を除く） 

全ての想定火口 

着目すべき火山現

象 
噴石 噴石・火山泥流 

噴石・岩屑なだれ・ 

火砕流・火山泥流 

その他の火山現象 
降灰、空振、降雨による 

二次泥流 

降灰、空振、降雨による 

二次泥流 

降灰、空振、降雨による 

二次泥流 

影響範囲 

（図 1-3） 

爆裂火口から約 500ｍの 

範囲に飛散 

・噴石は火口から約 1kmの

範囲に飛散 

・泥流の影響が予想され

る範囲（図 1-6） 

火砕流の影響が予想され

る範囲（図 1-6） 

過去の噴火事例 なし 

・約 3000年前の噴火 

・1846年噴火 

・1874年噴火 

・約 8000年前の噴火 

・約 5000年前の噴火 

・約 2500年前の噴火 

・約 600年前の噴火 

噴火の様式 水蒸気噴火 水蒸気噴火 
水蒸気噴火 

マグマ噴火 

  ※約 600 年前の噴火の噴出物量は、小規模な水蒸気噴火に分類できる程度であるが、火砕流が発生しているためケース３に

分類した。 
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図 1-6 噴火シナリオにおける影響範囲 

                                       （国土地理院基盤地図情報を使用） 

ケース１（噴火警戒レベル２） 

 ごく小規模な水蒸気噴火に伴う爆裂火口原内の想定火口（X 火口、Y 火口）から約 500ｍの範囲に噴石の飛散 

ケース２（噴火警戒レベル５（5-1）） 

 小規模な水蒸気噴火に伴う全ての想定火口から約 1km の範囲に噴石の飛散と火山泥流の発生 

ケース３（噴火警戒レベル５（5-3）） 

 中～大規模な水蒸気噴火およびマグマ噴火に伴う恵山地区の御崎町から古武井町にかけてと椴法華地区全域の範囲に 

火砕流の発生 
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(2) 噴火の各ケースで想定される火山活動の推移 

 図 1-7に想定される火山活動の推移を時系列で示す。 

図 1-7 恵山で想定する火山活動の推移（概要）と噴火警戒レベル 

継続 

時間 
時期 レベル 噴火活動の想定 

活動前 
静
穏
期 

１ 

 

数ヶ月 

～ 

数 年 

活
動
活
発
化
期 

２ 

火
口
周
辺
規
制 

 

ご
く
小
規
模
な 

噴
火
期 

 

数時間 

～ 

数 日 

更
な
る
活
動
活
発
化
期 

４ 

高
齢
者
等
避
難 

 

数 日 

～ 

数ヶ月 

小
噴
火
期 

５ 
 
 
 

避 
 

難 

（
５
ー
１
） 

 

数時間 

～ 

数 日 

更
な
る 

活
動
活
発
化
期 

（
５
ー
２
） 

 

数 日 

～ 

数ヶ月 

中
～
大
噴
火
期 

（
５
ー
３
） 

 

数年 

以上 

噴
火
終
息
期 

４ 

～ 

１ 

 

・矢印の色は、その時点での火山活動が継続、あるいは活発化する場合を赤、沈静化する場合を青で示す。 

・矢印の太さは、可能性が高いと考えられる想定を太く、可能性が低いと考えられる想定を細くしている。 

○地震活動は低調 

○弱い噴気活動 

【火山活動のさらなる高まり】 

■X・Y 火口からごく小規模な噴火の繰返し 

○火山ガス放出量の増加 

○有感地震発生 

○熱活動活発化 

○浅部地殻変動 

【火山活動の終息】 

■小規模～ごく小規模な噴火の散発 

○噴火活動・地震活動・熱活動の低下等 

○地殻変動の停止 

【火山活動の高まり】 

○浅部の地震・微動の増加 

○噴気量増加などの熱活動の高まり 

○深部での地殻変動 

○場合により、有感地震・鳴動 

【火口周辺に影響を及ぼす噴火の発生】 

■X・Y 火口からごく小規模な水蒸気噴火の発生 

■噴石は半径約 500ｍ以内に飛散 

○高さ数 100ｍ程度の噴煙 

○風下で降灰 

 

ケ
ー
ス
１ 

ケ
ー
ス
２ 

【山麓に影響を及ぼす噴火の発生】 

■小規模な水蒸気噴火の発生 

■噴石は想定火口から半径約 1km 以内に飛散 

■火山泥流の発生 

○高さ数 100～1000ｍの噴煙 

【火山活動のさらなる活発化】 

■小規模な噴火の繰り返し 

○マグマ上昇を示す地殻変動 
○有感地震多発 

○火口高温化、火山ガス放出量の増加 

ケ
ー
ス
３ 

【居住区に影響を及ぼす噴火の発生】 

■中～大規模な水蒸気噴火もしくはマグマ噴火の発生 

■噴煙柱崩壊型火砕流、火山泥流、噴石、大量の降灰、空振等、

溶岩ドーム形成とドーム崩落型火砕流、山体崩壊に伴う岩屑

なだれ 

○高さ数 1,000～10,000ｍ以上の噴煙 



第 1章 総 論  第 2節 恵山で想定される火山現象 

11 

(3) 噴火警戒レベル 

噴火警戒レベルは、噴火に伴う影響範囲と居住地域の位置関係および必要な防災対応を踏まえて

５段階に区分された指標で、気象庁から避難指示や登山道の規制等と直結する「警戒が必要な範囲」

を明記して、噴火警報が発表される。 

「警戒が必要な範囲」が火口周辺から居住地域の手前までに限られる場合には噴火警報（火口周

辺）が、居住地域に及ぶ場合には噴火警報（居住地域）が発表される。なお、噴火警報（居住地域）

は「警戒が必要な範囲」に居住地域が含まれる市町村に対する火山現象特別警報に位置づけられ、

都道府県においては市町村への通知、市町村においては住民等への周知の措置が義務付けられてい

る。表 1-3に、恵山の噴火警戒レベルを示す。 

表 1-3 恵山の噴火警戒レベル  （平成 28年 3月 23日 運用開始） 

種別 名称 
対象 

範囲 
レベル 

火山活動の状況 
（一般的な記載） 

住民等の行動 想定される現象等 

特
別
警
報 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
） 

居
住
地
域
お
よ
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５ 

（
避
難
） 

居住地域に重大な被害を
及ぼす噴火が発生、ある

いは切迫している状態に

ある。 

危険な居住地域から

の避難等が必要（必
要に応じて対象地域

や避難方法等を判

断） 

【5-3】 

・火砕流が居住地域まで到達し、重大な
被害を及ぼす噴火が発生あるいは切迫 

過去事例：約 8000年前の噴火 

     約 5000年前の噴火 
     約 2500年前の噴火 

【5-2】 

有感地震の多発や顕著な地殻変動等によ
り、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火

が発生する可能性が高まっている。 

【5-1】 
・小規模な噴火が発生し、大きな噴石が

火口から１km程度まで飛散。火山泥流の

発生 
過去事例：約 3000年前の噴火 

     1846 年の噴火 

     1874 年の噴火 

４ 

（
高
齢
者
等
避
難
） 

居住地域に重大な被害を

及ぼす噴火が発生すると
予想される（可能性が高

まっている）。 

警戒が必要な居住地

域での高齢者等の要
配慮者の避難、住民

の避難の準備等が必

要 

・有感地震の発生や熱活動の活発化等に
より、居住地域の一部に重大な被害を及

ぼす噴火が発生すると予想される。 

警 

報 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
） 

火
口
か
ら
居
住
地
域 

近
く
ま
で 

３ 
(

入
山
規
制) 

居住地域の近くまで重大

な影響を及ぼす（この範
囲に入った場合は生命に

危険が及ぶ）噴火が発

生、あるいは発生すると
予想される。 

住民は通常の生活。
（今後の火山活動の

推移に注意） 

 
高齢者等の要配慮者

の避難の準備等が必

要 
 

入山規制等、危険な

地域への立入規制等 

【レベル３の発表について】 

レベル３は、火山活動が高まっている段
階では使用せず、レベル４・５から下げ

る段階で状況に応じて発表する。 

 
・想定される現象等はレベル２と同程度 

過去事例：なし 

火
口
周
辺 

２ 

（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に影響を及ぼす
（この範囲に入った場合

は生命に危険が及ぶ）噴

火が発生、あるいは発生
すると予想される。 

住民は通常の生活
（今後の火山活動の

推移に注意） 

 
火口周辺への立入規

制等 

・ごく小規模な水蒸気噴火が発生し、大

きな噴石が X 火口（小地獄）、Y火口（大

地獄）から 500ｍ 程度まで飛散 
過去事例：なし 

・地震活動や熱活動の高まり等により、 

X 火口（小地獄）、Y 火口（大地獄）でご
く小規模な水蒸気噴火の発生が予想され

る。 

過去事例：なし 

予 

報 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１ 

（
活
火
山
で
あ
る
こ
と

に
留
意
） 

火山活動は静穏 

火山活動の状態によっ
て、火口内で火山灰の噴

出等が見られる 

（この範囲に入った場合
は生命に危険が及ぶ） 

住民は通常の生活 

（状況に応じて火山

活動に関する情報収
集、避難手順の確

認、防災訓練への参

加等） 
状況に応じて火口内

への立入規制等 

・火山活動は静穏 

  注１）大きな噴石とは、概ね 20cm～30cm 以上の、風の影響をほとんど受けずに弾道を描いて飛散するものをいう。 
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４ 留意事項 

・ 噴火警戒レベル１でも、火山活動の状況によっては、想定火口域内への立入規制等の防災対応が

必要になる場合がある。 

・ 規模の小さい噴火は予測できない場合があるため、突発的な噴火に対する即時対応についても十

分に検討する。 

・ 風下側では風に運ばれる小さな噴石や降灰の影響が考えられることから、噴火時の風向きを考慮

した登山者・観光客や住民等に対する屋内退避などの安全確保行動の周知・広報が必要となる。 

また、気象庁から発表される降灰予報や火山現象に関する情報を、報道機関の協力も得て住民や

観光客等に周知徹底する。 

・ 降灰後の降雨時の土石流等については、別途、土砂災害の分野で検討する必要がある。 

・ 恵山の過去の噴火活動に関する知見は地質調査による結果がほとんどであり、地球物理学的な観

測事例や噴火活動推移に関する記録が残されておらず、噴火の前兆現象に関する知見や噴火活動中

に発生した現象の詳細な推移については不足しているのが現状であるため、今後の恵山に関する調

査研究の進展等を踏まえながら、最新の知見が得られた場合には改めて検討を行い適宜修正する必

要がある。 
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第２章 事前対策 

 

第１節 防災体制の構築 

 

１ 市および関係機関の防災体制 

防災体制はあらかじめ緊急時を想定する必要があり、市および防災関係機関は平常時から協議会に

おける協議検討を通じ、情報の共有や避難の対応等について調整を行い、連携の取れた行動が図られ

るよう努めるものとする。 

また、市をはじめとする防災関係機関は火山噴火に伴う災害に対処するため、災害対策本部等を設

置することとなるが、火山活動は噴火予測が困難なため、最悪の事態に対処し得る準備体制と速やか

に非常体制に移行し得る準備に努めるものとする。 

 

(1) レベル２の防災体制 

噴火警戒レベル２（火口周辺規制）の火口周辺警報が発表されるなど、火口周辺に影響を及ぼす

噴火が発生または発生する可能性があり、災害が発生することが予想されるときは情報連絡体制を

とり、状況に応じては警戒体制または非常体制に移行する措置をとるものとする。 

① 市の体制（第 1非常配備体制） 

ア 総務部 

災害対策課長を責任者とした第 1非常配備体制をとり、北海道や函館地方気象台などの防災

関係機関との連絡体制の確立、住民等への広報などの防災対応を噴火活動状況に応じ円滑に実

施できる体制とする。 

イ 恵山支所・椴法華支所 

地域振興課長を責任者とした第 1非常配備体制をとり、市本部との連絡体制や情報の収集体

制の確立、登山道の立入規制や登山者、住民等への広報などの防災対応を噴火活動状況に応じ

円滑に実施できる体制とする。 

② 防災関係機関の体制 

関係機関相互の連絡体制および情報収集体制を確立、登山道の立入規制や住民等への広報等の

防災体制を円滑に実施する体制をとる。 

 

(2) レベル４の防災体制 

噴火警戒レベル４（高齢者等避難）の噴火警報が発表されるなど、居住地域の一部に重大な被害

を及ぼす噴火が発生すると予想されるとき、または噴火の断続的な発生等により火山泥流の発生が

予想されるとき、その他市長が必要と認める場合は警戒体制をとり、状況に応じては非常体制に移

行する措置をとるものとする。 

① 市の体制（第 2非常配備体制） 

ア 災害対策本部（市本庁舎） 

市本庁舎に市長を本部長とした災害対策本部を設置するとともに第 2 非常配備体制をとり、

避難情報の発令や住民等への広報、被害状況、各対策部や防災関係機関の活動状況等の情報収

集などの防災対応を円滑に実施できる体制をとる。 

関係対策部はそれぞれ所掌する事務分担に応じて、応急措置、情報収集および広報活動等を

状況に応じ円滑に実施できる体制とする。 

イ 地区災害対策本部（恵山・椴法華支所） 

支所内に支所長を本部長とした地区災害対策本部を設置するとともに第 2非常配備体制をと

り、住民等への広報や避難所の開設、交通規制の実施などの防災対応を噴火活動状況に応じ円
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滑に実施できる体制とする。 

ウ 現地合同対策本部 

防災関係機関と協議し、現地において災害対策を連携して行うことが必要と判断した場合は、

恵山の近傍に現地合同対策本部を設置し、情報共有体制を確立する。 

② 防災関係機関の体制 

市本部および防災関係機関相互の連絡体制の強化を図るとともに、住民等への広報や交通規制

等の支援、救助・救出等、災害派遣要請に基づく派遣部隊の準備など、防災対応を噴火活動の状

況に応じ円滑に実施できる体制とする。 

 

 (3) レベル５の防災体制 

噴火警戒レベル５（避難）の噴火警報が発表されるなど、居住地域の一部または居住地域に重大

な被害を及ぼす噴火が発生する可能性が高まっているとき、もしくは発生または切迫している状況

にあるとき、その他市長が必要と認める場合は非常体制をとり、火山の活動状況に応じた防災対応

を迅速かつ円滑に実施できる体制をとる。 

① 市の体制（第 3非常配備体制） 

ア 災害対策本部（市本庁舎） 

噴火警戒レベル５（避難）の噴火警報が発表されたときには第 3非常配備体制をとり、全対

策部はそれぞれ所掌する事務分担に応じて、住民等への広報や避難者への対応などの応急措置

等を状況に応じ円滑に実施できる体制とする。 

イ 地区災害対策本部（恵山・椴法華支所） 

噴火警戒レベル５（避難）の噴火警報が発表されたときには第 3非常配備体制をとり、住民

等への広報や避難所の開設、交通規制の実施などの防災対応を噴火活動状況に応じ円滑に実施

できる体制とする。 

なお、椴法華支所は、椴法華地区全域に避難指示が発令されたときは、南茅部支所に支所機

能を移転するとともに南茅部支所内に地区災害対策本部を設置し、防災対応を実施できる体制

をとる。 

ウ 現地合同対策本部 

恵山の近傍に協議会構成機関が参画した現地合同対策本部を設置し、情報の共有や現地にお

ける指揮・命令など、迅速かつ的確で連携の取れた応急対策を実施できる体制をとる。 

② 防災関係機関の体制 

現地合同本部での情報共有を図り、住民等への広報や交通規制等の支援、救助・救出、市の要

請に応じた応急活動等の防災対応を噴火活動の状況に応じ円滑に実施できる体制とする。 

 

 (4) レベル３の防災体制 

噴火警戒レベル３（入山規制）は、火山活動が高まっている段階では発表されないが、噴火警

戒レベル５または４が発表されている状況から、火山活動が終息に向かう場合もしくは活動状況

が一時的に低下した場合に発表される場合がある。 

したがって、すでに防災体制は確保されており、かつ、火山活動の状況が一定程度把握できて

いることから、防災体制は噴火警戒レベル２の体制を基本としつつ、防災関係機関と協議しなが

ら、その体制の確保を図り、火山活動の状況に応じた防災対応を実施する。 
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２ 協議会の構成機関主な役割 

  協議会構成機関の主な役割は、次のとおりとする。 

表 2-1 協議会構成機関の主な役割 

機関名 主な役割 

北海道開発局 

函館開発建設部 
・国道の交通規制に関すること 

・降灰に伴う緊急調査および結果報告に関すること 

・土砂災害緊急情報の発表に関すること 

第一管区海上保安本部 

函館海上保安部 
・航行船舶への注意喚起、誘導に関すること 

・噴火警報発表時における下山の呼び掛けに関すること 

・避難者の輸送に関すること 

陸上自衛隊第 11旅団 ・救助救出活動に関すること 

・その他要請に基づいた活動に関すること 

海上自衛隊函館基地隊 ・救助救出活動に関すること 

・その他要請に基づいた活動に関すること 

札幌管区気象台 ・噴火警報等の発表、伝達、解説に関すること 

・火山観測ならびにその成果の収集および発表に関すること 

・防災知識の普及・啓発に関すること 

函館地方気象台 ・噴火警報等の伝達、解説に関すること 

・火山観測成果の解説に関すること 

・防災知識の普及・啓発に関すること 

国土地理院 

北海道地方測量部 
・地理空間情報の活用に関すること 

・防災関連情報および地理情報システムの活用に関すること 

・測量等の実施に関すること 

北海道総合通信局 ・災害時における通信の確保に関することおよび非常通信の訓練、運用、管理

を行うこと 

・非常通信協議会の運営に関すること 

北海道森林管理局 

檜山森林管理署 
・所轄国有林の保安林・保安施設等の防災に関すること 

北海道渡島総合振興局 ・道道の交通規制に関すること 

・自衛隊への災害派遣要請に関すること 

北海道警察本部 

函館方面本部 

函館方面函館中央警察署 

・住民の避難誘導および救出救助ならびに緊急交通路の確保に関すること 

・災害情報の収集に関すること 

・災害警備本部の設置運用に関すること 

・被災地、避難所、危険箇所等の警戒に関すること 

・犯罪の予防、取締り等に関すること 

・危険物に対する保安対策に関すること 

・広報活動に関すること 

・自治体等の防災関係機関が行う業務への協力に関すること 

函館市消防本部 ・避難情報の広報に関すること 

・救急、救助、火災等の災害活動に関すること 

函館市消防団 ・避難情報の広報に関すること 

・避難の誘導、支援に関すること 

函館市 ・火山警報等の伝達、広報に関すること 

・登山道、市道の立入等規制に関すること 

・避難情報の発令、伝達、広報に関すること 

・災害対策本部の設置、運営に関すること 

・避難所の開設、運営に関すること 

・各関係機関への応援要請に関すること 
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３ 噴火警戒レベルと防災対応 

噴火警戒レベルに応じた防災対応を表 2-2、2-3 に、また想定される現象の影響範囲と避難対象と

なる地域を図 2-1に示す。 

表 2-2 噴火警戒レベルに対応した防災対応 

 

※ 柏野町の一部：柏野町 40-3、41-13、99 番地（柏野会館からつつじ公園まで）、117 番地（恵楽園、恵山温泉、石田温泉） 

  恵山町の一部：75、176、623～662 番地（七ッ岩から東側）、448～463 番地（禅龍寺周辺） 

  古武井町の一部：213、216、217、409 番地（恵山漁協山背泊支所より山側） 

 

 

レベル レベル５
レベル２ レベル４ （避　難）

防災対応 （火口周辺規制） （高齢者等避難） （５－１） （５－２） （５－３）

避難情報の発令 ○警戒区域の設定

〇高齢者等避難 ○避難指示

・御崎町、柏野町の一部、恵山町の一部

・恵山岬町、元村町、富浦町

〇高齢者等避難 ○避難指示

・柏野町、恵山町、古武井町の一部

・椴法華地区全域

（左記地域を除く）

避難所開設等 ○避難所開設 ○避難所閉鎖

　恵山中学校、椴法華総合センター ・避難者移送準備 ・避難者の移送

（※下記避難所へ）

○避難所開設

　恵山コミュニティセンター

　えさん小学校

　南茅部総合センター

　南茅部小学校

住民等への広報 ・市HP、メール、防災行政無線等による広報

・航行船舶への注意喚起

・各機関車両による住民広報

・ヘリコプターによる下山呼びかけ

交通規制等 ○登山道への立入規制

・市道柏野2号線

・八幡川コース ○道道、市道の交通規制

・十三曲コース ・道道635号（元村恵山線）

・道道231号（椴法華港線） ○国道の交通規制

・周辺市道 ・国道278号

避難者への対応 ○避難支援・誘導

○避難確認

○物資の輸送・供給

○海上警戒

○治安維持活動

応援要請 ○自衛隊等災害派遣の事前連絡と準備

○応援協定等に基づく要請の準備

○自衛隊等災害派遣

○応援協定等に基づく応援要請

※噴火警戒レベル 3 の防災対応は、レベル 2 の対応を基本とするも、レベル 2 より危険度の高い状況にあることから、

一部地域の要配慮者に対しては、避難準備について周知を図る。 
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表 2-3 噴火警戒レベルに対応した防災対応（防災関係機関） 

 

※避難情報発令対象地域 

 ① … 御崎町、柏野町の一部、恵山町の一部、恵山岬町、元村町、富浦町 

 ② … 柏野町、恵山町、古武井町の一部、椴法華地区全域（上記地域除く） 

  

国 北海道

函館市 (札幌管区) (函館地台) (函館開発建設部) (渡島総合振興局) 北海道総合通信局

第1非常配備体制 注意体制 第1非常配備体制 注意体制

・情報収集、連絡体制 ・噴火警報の発表、解説 ・噴火警報の伝達、解説 ・情報収集・提供 ・情報収集体制確立 ･情報収集体制の強化

・住民等への広報 ･支援機材の準備

火 ・入山者への情報伝達 ･通信体制の確保

口 ・立入規制の実施 (無線局の許可)

周 2 ・警戒区域の設定

辺 ・道路巡回の実施

規 ・降灰等堆積状況確認

制

第2非常配備体制 警戒体制 第3非常配備体制 警戒体制

○災害対策本部設置 ・噴火警報の発表、解説 ・噴火警報の伝達、解説 ○災害警戒本部設置 ○北海道災害対策渡島 ○災害対策本部設置

○地区災害対策本部設置 ・情報収集、提供 　 地方本部設置 ･市等からの支援要請対応

※高齢者等避難① ・支援要請対応 ・情報収集、伝達 　　移動通信機器の貸与

4 ・住民等への広報 ・道路巡回の実施 ・自衛隊災害派遣要請の 　　移動電源車の貸与

・避難所開設 連絡 　　臨時災害放送局用

・自衛隊災害派遣要請 　　機器の貸与

検討と事前連絡

・協定に基づく活動

第3非常配備体制 非常体制 応急体制

小 ○現地合同本部設置 ・噴火警報の発表、解説 ・噴火警報の伝達、解説 ○災害対策本部設置 ・情報収集、伝達 ･市等からの支援要請対応

（

※避難指示発令① ・情報収集、提供 ・自衛隊災害派遣要請の 　　移動通信機器の貸与

噴 5 ・住民等への広報 ・支援要請対応 連絡 　　移動電源車の貸与

－

・交通規制の実施 ・道路巡回の実施 ・交通規制の実施 　　臨時災害放送局用

火 1 ・災害情報等の収集 ・降灰等堆積状況確認 　　機器の貸与

）

・警戒区域の設定

期 ・協定に基づく活動

5 ・自衛隊災害派遣要請

※高齢者等避難②

・住民等への広報 ・噴火警報の発表、解説 ・噴火警報の伝達、解説 ・情報収集、提供 ・情報収集、伝達 ･市等からの支援要請対応

避

（

・避難所の開設 ・支援要請対応 ・自衛隊災害派遣要請の 　　移動通信機器の貸与

5 ・災害情報等の収集 ・道路巡回の実施 連絡 　　移動電源車の貸与

－

　　臨時災害放送局用

2 　　機器の貸与

難

）

※避難指示発令②

中 ・住民等への広報 ・噴火警報の発表、解説 ・噴火警報の伝達、解説 ・情報収集、提供 ・情報収集、伝達 ･市等からの支援要請対応

～

（

・避難所の閉鎖 ・支援要請対応 ・自衛隊災害派遣要請の 　　移動通信機器の貸与

大 5 ・災害情報等の収集 ・道路巡回の実施 連絡 　　移動電源車の貸与

噴

－

・警戒区域の設定 ・交通規制の実施 ・交通規制の実施 　　臨時災害放送局用

火 3 ・協定に基づく活動 ・降灰観測、徐灰 　　機器の貸与

期

）

・道路情報板等掲示

・降灰等堆積状況確認

噴

火 ・段階的な規制解除 ・噴火警報の発表、解説 ・噴火警報の伝達、解説 ・市への避難情報等への ・火山活動状況に応じた

終 ・被災地の復旧、復興 助言 防災対応

息 ・段階的な交通規制解除 ・情報収集、伝達

期

ご
く
小
規
模
な
噴

火
期

1

更
な
る
活
動
活
発
化
期

4

～

更
な
る
活
動
活
発
化
期

高
齢
者
等
避
難

噴火警戒
レベル

気象台

静
穏
期

活
火
山
で
あ
る

こ
と
に
留
意

1

活
動
活
発
化
期
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函館海上保安部 陸上自衛隊 海上自衛隊 北海道警察 函館市消防本部 函館市消防団

災害警備連絡室設置 第1非常配備体制 第1招集

・情報収集の強化 ・情報収集態勢強化 ・情報収集体制強化 ・情報収集 ・災害情報収集 ・住民広報

・登山者対策 ・車両広報活動

火 ・巡視警戒、災害状況の

口 調査

周 2 ・消防団との連絡調整

辺 ・付近航行船舶への注意

規 喚起

制 ・航空機による火山調査

(気象台からの要請

実施可能な場合に限る)

災害警備本部設置 第2非常配備体制 第2招集

・情報収集 ○警防本部設置 ・車両広報

・付近航行船舶への注意 ・災害派遣準備 ・災害派遣準備 ・避難誘導 ・車両広報活動

喚起 ・救出救助 ・巡視警戒、災害状況の

4 ・航空機による火山調査 ・交通規制 調査

(気象台からの要請 ・被災地等の警戒 ・消防団との連絡調整

実施可能な場合に限る) ・広報活動 ・広域相互応援協定の

要請検討、事前連絡

・道防災航空室への情報

提供

第3非常配備体制 第3招集

小 ・被害状況調査 ・災害派遣部隊の派遣 ・災害派遣 ・情報収集 ・災害情報収集 ・避難誘導等

（

・航行警報発出依頼等 ・避難誘導 ・車両広報活動

噴 5 ・海上警戒 ・救出救助 ・巡視警戒、災害状況の

－

(注意喚起、制限等) ・交通規制 調査

火 1 ・緊急輸送支援 ・被災地等の警戒 ・救急、救助等災害対応

）

(市からの要請) ・広報活動 ・広域相互応援協定の

期 要否判断、連絡調整

5 ・道防災航空室への応援

要請

・被害状況調査 ・災害派遣部隊の派遣 ・災害派遣 ・情報収集 ・災害情報収集 ・避難誘導等

避

（

・航行警報発出依頼等 ・避難誘導 ・巡視警戒、災害状況の

5 ・海上警戒 ・救出救助 調査

－

(注意喚起、制限等) ・交通規制 ・避難誘導、避難確認

2 ・緊急輸送支援 ・被災地等の警戒 ・救急、救助等災害対応

難

）

(市からの要請) ・広報活動 ・緊急消防援助隊応援要

請検討

中 ・被害状況調査 ・災害派遣部隊の派遣 ・災害派遣 ・情報収集 ・災害情報収集 ・避難誘導等

～

（

・航行警報発出依頼等 ・避難誘導 ・巡視警戒、災害状況の

大 5 ・海上警戒 ・救出救助 調査

噴

－

(注意喚起、制限等) ・交通規制 ・避難誘導、避難確認

火 3 ・緊急輸送支援 ・被災地等の警戒 ・救急、救助等災害対応

期

）

(市からの要請) ・広報活動 ・緊急消防援助隊応援要

請要否判断

噴

火 ・災害派遣部隊撤収 ・状況に応じた支援活動 ・火山活動に応じた段階的 ・火山活動状況に応じた ・火山活動状況に応じた

終 ・災害派遣終結 な規制解除への対応 防災対応 防災対応

息

期

活
動
活
発
化
期

ご
く
小
規
模
な
噴

火
期

1

更
な
る
活
動
活
発
化
期

4

～

更
な
る
活
動
活
発
化
期

高
齢
者
等
避
難

噴火警戒
レベル

静
穏
期

活
火
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で
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る

こ
と
に
留
意

1
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図 2-1 想定される火山現象の影響範囲と避難対象となる地域 

                                       （国土地理院基盤地図情報を使用） 
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第２節 情報伝達体制の構築 

 

１ 火山に関する情報の収集 

  火山現象には、短時間で居住地域に到達するものや広範囲に影響が及ぶものがあり、住民、登山 

者等の避難においては、火山に関する情報の迅速かつ適切な収集が特に重要となる。 

市は、住民、登山者等に対する情報伝達体制を整備し、噴火時において、迅速かつ適切な伝達に 

努めるものとする。 

  火山に関して収集する主な情報を表 2-4に示す。 
 

表 2-4 火山に関する収集・整理する情報 

収集する情報 情報内容 情報発信機関 

噴火警報 
生命に危険を及ぼす火山現象の発生やその拡大が予想される場合に、
警戒が必要な範囲を明示して発表される情報 

札幌管区 
気象台 

噴火予報 
火山活動の状況が静穏である場合、あるいは火山活動の状況が噴火警
報には及ばない 
程度と予想される場合に発表される情報 

札幌管区 
気象台 

噴火警戒レベル 
火山活動の状況に応じて、「警戒が必要な範囲」と防災機関や住民等
の「とるべき防災対応」を５段階に区分した指標で、噴火警報・予報
に付して発表されるもの 

札幌管区 
気象台 

噴火速報 
噴火の発生事実を迅速に伝える情報で、住民、登山者等に、火山が噴
火したことを端的にいち早く伝え、身を守る行動を取るために発表さ
れる情報 

札幌管区 
気象台 

火山の状況に関する 
解説情報（臨時） 

噴火警戒レベルの引上げ基準に現状達していないが、今後の活動の推
移によっては噴火警戒レベルを引き上げる可能性があると判断した
場合、または判断に迷う場合に、火山活動の状況や防災上警戒・注意
すべき事項を伝えるため発表される情報 

札幌管区 
気象台 

火山の状況に 
関する解説情報 

現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる、または警戒が必要な範囲
を拡大する可能性は低いものの、火山活動に変化がみられるなど、火
山活動の状況を伝える必要があると判断した場合に適時発表される
情報 

札幌管区 
気象台 

降灰予報 

噴火後に、いつ、どこに、どれだけの量の火山灰が降るかについて発
表される情報 
活動が活発化している火山で噴火が発生した場合、この範囲に火山灰
が降るという事前の情報や噴火直後の速報も提供している 

気象庁 

火山ガス予報 
居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合
に、火山ガスの濃度が高まる可能性のある地域をお知らせする情報 

札幌管区 
気象台 

土砂災害緊急情報 
緊急調査の結果に基づき、土砂災害が想定される土地の区域および時
期に関する情報 

北海道開発局 
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２ 協議会構成機関における情報伝達・共有 

  協議会構成機関は、避難等の防災対応において、それぞれの役割のもと整合のとれた対応を実施し

ていくために、火山活動の状況等火山に関する情報や避難等の対応に関する活動情報を相互に伝達お

よび情報共有を図るための体制を整備するものとする。 

 

(1) 噴火警報・予報等の伝達 

恵山に関する噴火警報や降灰予報等の火山情報は、札幌管区気象台が発表し、図 2-2の経路によ

り各防災関係機関へ伝達される。 

 

図 2-2 噴火警報等の伝達系統図 

   

注 1.二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第 8 条第 1 号の規定に基づく法定伝達先 

2.二重線の経路は、気象業務法第 15条の 2 によって、特別警報の通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達経路 

3.太線および二重線の経路は、火山現象警報、火山現象特別警報、火山の状況に関する解説情報（臨時）及び噴火速報が発

表された際に、活動火山対策特別措置法第 12 条によって、通報又は要請等が義務付けられている伝達経路 

 

(2) 火
か

映
えい

、鳴動、空振等の火山現象に対する対応 

札幌管区気象台は、火映（火口が明るく見える現象）、鳴動、空振等の軽微な火山現象を観測した

各消防署
渡島総合振興局

函館建設管理部

保健環境部

東部森林室

対
応
策
要

函館市

消防団

陸上自衛隊

北部方面総監部

報道機関

第１１旅団司令部 第２８普通科連隊

函
館
地
方
気
象
台

函館海上保安部

北海道開発局

第一管区

海上保安本部

函館開発建設部

関係船舶

関係指定地方行政機関

対策通報

渡島総合振興局

（危機対策室）

報告

対策通報

報告

住

民

・

登

山

者

・

観

光

客

等

函館市消防本部

総務省消防庁

北 海道

（危機対策課）

ＮＴＴ東日本

ＮＴＴ西日本

函館市

（総務部）

ＮＨＫ報道部また

は大阪拠点放送局

函館市椴法華支所

（地域振興課）

函館市恵山支所

（地域振興課）

その他の協議会構成機関

（
地
域
火
山
監
視
・
警
報
セ
ン
タ
ー
）

札
幌
管
区
気
象
台

警察庁 函館中央警察署

駐在所

北海道警察

函館方面本部
報告

対策通報

北海道警察

本部

北海道旅客鉄道

株式会社

北海道運輸局
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場合においても、速やかに函館地方気象台へ連絡して現象を解説するなどの情報共有を行うものと

する。 

また、札幌管区気象台から連絡を受けた函館地方気象台は、速やかに協議会構成機関等への情報

提供、解説を行うものとする。 

 

 

３ 住民、登山者等への情報伝達と手段 

(1) 住民等への情報伝達と手段 

   住民等への情報伝達は図 2-3に基づき迅速かつ確実に行うものとする。 

図 2-3 情報伝達フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※1 函館市から放送事業者へ放送依頼することが困難な場合は、渡島総合振興局に放送内容を連絡し代行依頼する 

      渡島総合振興局は、函館市から代行依頼があった場合は、放送事業者に放送依頼を行う。 

 

① 情報の伝達方法 

避難情報の住民等への伝達方法については、以下によるものとする。 

なお、広報車等による伝達など現地における広報活動については、噴火活動からの安全性が確

保された場合のみ行うものとする。 

 

ア 函館市ホームページ、函館市 ANSINメール、緊急速報メール、LINE、Ｘ、FAXによる伝達 

イ 防災行政無線（同報系）により一斉放送による伝達（屋外子局、戸別受信機） 

ウ 広報車等による伝達 

エ 放送事業者への要請によりテレビ・ラジオ放送による伝達 

オ あらかじめ定めた伝達系統への電話または直接口頭による伝達 

 

② 情報の伝達内容 

避難対象区域に居住・滞在する市民、観光客や他地域からの一時滞在者を対象に伝達する避難

情報の内容については、次に示す項目について地域特性や住民等が短時間に認識できる情報量を

考慮して定めるものとする。 

また、避難後、特に避難が長期化する状況では、住民等が必要とする情報も多岐に及ぶため、 

火山活動の状況、被災地の様子、生活支援に関する情報など、必要な情報の周知に努めるもの 

とする。 

広報（車両） 

広報（消防車両） 

※1 

（ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ放送） 

広報（函館市ホームページ、ANSIN メール、緊急速報メール、LINE、X、FAX） 

放送依頼 

※1 

広報（防災行政無線、広報車） 

広報（防災行政無線、広報車） 

広報（消防車両） 

広報（車両） 

住 

民 

等 

北海道 

（危機対策課） 放送事業者 

函館市消防団 

駐在所 

恵山支所 

（地域振興課） 

椴法華支所 

（地域振興課） 

函館市消防本部 

函館中央警察署 

函館市 

（災害対策本部） 

渡島総合振興局 

（危機対策室） 
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  ≪避難に関する情報≫ 

・避難の理由、可能性のある現象（例：火山泥流、火砕流等） 

・噴火警報で発表された「警戒が必要な範囲」 

・規制（火口周辺規制、道路交通規制） 

・避難の切迫性 

・避難先 

・避難方法、避難手段（避難行動要支援者の支援に関する事項、避難経路等も含む） 

・携行品、服装の留意点 

・戸締り、電気、ガス、水道等の遮断 

・気象状況、今後の気象の見込み 

・その他必要な事項 

 

≪避難後における情報≫ 

・火山活動の状況 

・被災地の様子 

・施設等の復旧状況 

・応急給水や救援物資等の供給に関する情報 

・各種窓口の設置等の生活支援に関する情報 

 

■情報の段階別の伝達例文 

【噴火警戒レベル２の引き上げ時】 

こちらは防災<恵山・椴法華>です。恵山で火山活動活発化の兆候が観測され、本日○月○日午前（後）○時に、噴

火警報（火口周辺）が恵山に発表され、噴火警戒レベル２に引き上げられました。 

突発的な噴火等の危険性が高まっているため、爆裂火口内のＸ火口、Ｙ火口から約 500m の範囲を警戒区域に設定

し、登山道を規制しました。 
 
【噴火警戒レベル４の引き上げ時】 

こちらは防災<恵山・椴法華>です。本日○月○日午前（後）○時に、<恵山・椴法華地区の一部>に高齢者等避難を

発令しました。現在、恵山の火山活動が活発化しています。高齢者など避難に時間のかかる方は、避難を開始してく

ださい。避難場所は<恵山中学校・椴法華総合センター>です。 
 
【噴火警戒レベル５（５－１）の引き上げ時】 

こちらは防災<恵山・椴法華>です。恵山の噴火により噴石の飛散や火山泥流が発生し、居住地域の一部に重大な被

害が発生するおそれがありますので、本日○月○日午前（後）○時に、<恵山・椴法華地区の一部>に避難指示を発令

しました。ただちに避難を開始してください。避難場所は<恵山中学校・椴法華総合センター>です。 
 
【噴火警戒レベル５（５－２）の引き上げ時】 

こちらは防災<恵山・椴法華>です。恵山の噴火により居住地域に重大な被害が発生するおそれがありますので、本

日○月○日午前（後）○時に、<恵山地区の一部・椴法華地区の全域>に高齢者等避難を発令しました。高齢者など避

難に時間のかかる方は、避難を開始してください。避難場所は<恵山コミュニティセンター・南茅部総合センターま

たは南茅部小学校>です。 
 
【噴火警戒レベル５（５－３）の引き上げ時】 

こちらは防災<恵山・椴法華>です。恵山の噴火により火砕流が発生し、居住地域に重大な被害が発生するおそれが

ありますので、本日○月○日午前（後）○時に、<恵山地区の一部・椴法華地区の全域>に避難指示を発令しました。

ただちに避難を開始してください。避難場所は<恵山コミュニティセンター・南茅部総合センターまたは南茅部小学

校>です。 
 
【情報提供】 

こちらは、防災○○です。○月○日午前（後）○時○分現在の気象台の情報をお知らせします。恵山の火山活動状

況は、地殻変動等の変化や火山性地震等、現在のところ、特に目立った活動はありませんが、引き続き、爆発的な噴

火は続くと思われますので、噴火に伴う降灰および小さな噴石に注意してください。 
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(2) 登山者等への情報伝達と手段 

登山者への情報伝達は、立入規制地点における看板類の設置により行うほか、既に入山中の者に

対しては、緊急速報メールによる情報伝達を行うとともに、携帯電話の電波の届かない区域もある

事を踏まえて、ヘリコプターにより上空からの登山者の有無の確認し、拡声器等による下山呼びか

けを行うものとする。 

① 緊急速報メールによる情報伝達 

気象庁から噴火警報（火口周辺）等により、噴火警戒レベル２の火山情報が伝達された場合、

市長は、協議会などの助言に基づき、噴火の際に直ちに危険が及ぶと想定される範囲に対して災

害対策基本法第 63条の規定による警戒区域を設定し、「警戒区域情報」として登山者等および住

民に周知するための緊急速報メールを配信するものとする。 

噴火警戒レベル４以上が伝達された場合は、「噴火警報」として緊急速報メールを配信するもの

とする。 

 

【配信例文】 

配信項目 配信例文 

警戒区域情報 

 

※噴火警戒レベル２の場合 

恵山で火山活動活発化の兆候が観測されました。 

突発的な噴火等の危険性が高まっており、○時○分に火口から約 0.5km の範

囲を警戒区域に設定し、登山道を規制しました。 

登山、入山中の方は、直ちに下山してください。 

噴火警報 

 
※右の配信例文は、噴火警

戒レベル４の場合であり、

それ以外の場合は、規制範
囲などをそのレベルに併せ

て配信 

恵山の火山活動の活発化により噴火警戒レベルがレベル４に引き上げられた

ため、市は高齢者等避難を発令しました。 

登山、入山中の方は直ちに下山し、避難場所まで避難してください。 

避難場所は恵山中学校、椴法華総合センターです。 

 

② ヘリコプターによる確認と下山呼びかけ 

ア 下山呼びかけの方法 

気象庁から火山活動に関する情報の伝達があった場合、ヘリコプターの緊急運航の必要がある

と認めるときは、北海道防災航空室、北海道警察、函館海上保安部に対し緊急運航の要請や支援

要請を行い、ヘリコプターにより登山者の有無を確認し、登山者を確認した場合には、拡声器等

による下山の呼びかけを行うものとする。 

イ 確認・呼びかけ方法および内容 

(ｱ) 確認・呼びかけ方法 

ヘリコプター運航の安全を確保するため、噴石の飛ぶ範囲外からの確認を基本とする。飛

行ルートについては、運航の可否も含めて、天候や火山灰等の状況を踏まえた運航指揮者等

の判断による。 

下山の呼びかけは、拡声器等を用い、行うものとする。 

(ｲ) 呼びかけ内容 

登山者等が聞き取りやすいように、簡潔な言葉で呼びかけを行うことを基本とする。 

・呼びかけ例 

「恵山の火山活動が活発化しています。大至急、下山してください。」 
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③ 登山者等自らによる安全を確保するための措置 

市および防災関係機関は、登山者等が状況に応じた行動がとれるよう下記の内容について啓 

発に努めるものとする。 

・登山者等は、事前に恵山に係る情報の把握に努めるとともに、登山中においても、火山現象の

変化の把握やﾗｼﾞｵ等による外部からの積極的な情報収集に努め、状況の変化に応じた安全な行

動をとるよう心がける。 

・携帯電話の電波を受信できない区域もあり、すべての登山者等が確実に緊急速報メール等の情

報を得ることができない可能性もあることから、登山中に取得した火山に関する情報について

は、周りの登山者等と共有を図るよう努める。 

 

(3) 集客施設・要配慮者施設への情報伝達と手段 

市は、噴火警戒レベルが２に引き上げられた場合その他必要と認められる場合は、集客施設や学

校、要配慮者施設等の避難準備に資する情報を正確に伝達するよう努めるものとする。 

 

 

４ 異常現象等の報告等 

(1) 異常現象発見者通報の伝達系統 

登山者や住民等から恵山の火山活動の異常と思われる通報を受けたとき、あるいは自ら覚知した

ときは、図 2-4の経路により伝達するものとする。 

図 2-4 異常現象等の発見者通報フロー 
 

 

(2) 異常現象発見者通報受領後の対応 

異常現象発見者通報を受けた機関は、気象台等関係機関へ通報する。 

札幌管区気象台は、観測データと通報内容から総合的に現象を判断して、評価結果を函館地方気

象台へ速やかに還元する。 

函館地方気象台は協議会構成機関等へ情報提供、解説を行う。 
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第３節 避難のための事前対策 

 

１ 住民避難の基本的な考え方 

住民等への避難情報は、火山現象による影響範囲に対し、その活動の推移に応じた段階的な避難情

報の発令を基本とする。 

火山現象の規模・期間は事前の予測は困難であることから、避難情報の発令にあたっては生命身体

の安全を第一に、初期は安全側に立ち広範囲に避難対象区域等を設定し、その後状況に応じ安全が確

認された区域から縮小していく。 

なお、避難情報の発令や警戒区域の設定または拡縮に際しては、突発的な噴火などの時間に猶予が

ない場合を除き、専門的知見を有する協議会の助言を受けて市長が判断するものとする。 

 

 

２ 避難情報等の発令基準 

(1) 入山規制の実施基準 

   噴火警報（火口周辺）が発表され、噴火警戒レベルが２（火口周辺規制）に引き上げられる等、

火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生あるいは発生すると予想される場合、市（恵山支所・椴法華支

所）は登山道の規制を実施する。 

なお、噴火警戒レベルの引上げに関わらず、臨時の解説情報が発表された場合など、市が登山者

等の安全確保のために必要と判断した場合は、協議会と協議し実施するものとする。 

 

(2) 高齢者等避難の発令基準 

「高齢者等避難」は、以下の場合に避難対象地域に対して市長が発令するものとする。 

① 噴火警戒レベル４が発表され、噴火活動が活発化する現象が観測されるなど、居住地域の一部に重

大な被害を及ぼす噴火の発生が予想される場合 

② 噴火警戒レベル５（５－２）が発表され、噴火活動が活発化する現象が観測されるなど、居住地域に

重大な被害を及ぼす噴火の発生が予想されるもしくは可能性が高まっている場合 

③ 市長が住民等の安全確保のため必要と判断した場合 

 

(3) 避難指示の発令基準 

「避難指示」は、以下の場合に避難対象地域に対して市長が発令するものとする。 

① 噴火警戒レベル５（５－１）が発表され、居住地域の一部に重大な被害を及ぼす噴火が発生あるい

は切迫している状態にある場合 

② 噴火警戒レベル５（５－３）が発表され、噴火活動が活発化し、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火

が発生あるいは切迫している状態にある場合 

③ 市長が住民等の安全確保のため必要と判断した場合 
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３ 指定緊急避難場所および指定避難所の指定 

(1) 指定緊急避難場所の指定 

   指定緊急避難場所とは、噴火に伴い発生する火山現象等の危険が切迫した状況において、住民、 

登山者等が身を守るための場所として位置づけられるものであり、想定される火山現象や噴火シナ

リオに基づき、指定している指定緊急避難場所は表 2-5のとおりとする。 

 

(2) 指定避難所の指定 

 指定避難所とは、噴火に伴い発生する火山現象の危険性がなくなるまで、住民等を必要な期間滞

在させる、または、火山現象等により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的

とした施設であり、想定される火山現象や噴火シナリオに基づき、指定している指定避難所は表 2-

5のとおりとする。 

表 2-5 火山に関する指定緊急避難場所・指定避難所の一覧（令和 6年 5月末現在） 

地
区 

指定緊急避難場所 
施設名 所在地 

 指定避難所 

恵
山 

● ● えさん小学校 中浜町 79 

●  恵山総合体育館 川上町 506 

● ● 恵山コミュニティセンター 日ノ浜町 154 

● ● 恵山中学校 柏野町 9 

椴
法
華 

● ● 椴法華小学校 新八幡町 86-1 

●  椴法華総合センター 新浜町 156-1 

南
茅
部 

●  古部会館 古部町 422 

 ● 木直会館 木直町 433-4 

● ● 南茅部総合センター  川汲町 1520-4 

● ● 南茅部小学校 尾札部町 1609-１ 

 

 

４ 救助活動の構築 

(1) 救助活動の体制 

火山災害は、短時間で居住地域に到達する噴火現象や、突発的な噴火の発生では、避難が間に合

わず、逃げ遅れた者や死傷者が多数発生するおそれがある。 

そのため、市および防災関係機関による救助活動が必要となるが、危険な状況の中での活動にな

るため、各機関は自らの安全を確保し、活動実施や撤退の判断、活動方法、安全管理などで、各機

関の統一のとれた対応や協力関係を確保できるよう体制の構築に努めるものとする。 

 

(2) 救助に関する資器材等 

   火山災害での救助には、他の災害と異なり火山災害対応のための特殊な資機材が必要となるため、

防災関係機関は、救助活動時に必要となる資機材の確保・配備に努めるほか、その配備体制、緊急

時の確保・調達方法等の構築に努める。 

 

(3) 医療体制の整備 

市および防災関係機関は、火山災害により多数の死傷者が発生した場合、救急告示施設および災
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害拠点病院と連携し、医療体制を確保する。 

また、火砕流等の火山現象により「表面皮膚の重度の火傷」と「呼吸器内部の高温損傷」等の被

害が発生した場合に備え、外科や整形外科に加え、ＩＣＵなど高度の医療設備・機関をあらかじめ

把握するとともに、傷病者が大量に発生し、市内の病院では受入れが不可能となるなど、広域にわ

たる緊急搬送を想定し、ドクターヘリの活用など、遠隔輸送方法や搬送先についても事前に検討す

るものとするほか、火山灰により目の痛みや肺等の呼吸系への健康被害が考えられるため、このよ

うな健康被害に対応できる医療体制も検討するものとする。 

 

 

５ 避難促進施設の指定等 

(1) 避難促進施設の指定 

突発的な噴火が発生した場合や、噴石の飛散などの想定される火山現象の影響範囲内に位置し、

不特定多数の人が集まる施設や要配慮者が利用する施設の所有者または管理者は、利用者の安全を

確保するため、噴火警報や避難指示等、市からの情報を住民、登山者等に確実に伝え、迅速かつ円

滑な防災対応を開始する必要がある。そのため、活火山法第６条第１項第５号に基づき、避難促進

施設を指定する。 

避難促進施設は表 2-6のとおりとする。 

表 2-6 避難促進施設の一覧 

地
区 

噴火警戒

レベル 

火口からの

距離(km) 
施設名 所在地 連絡先 

恵
山 

5-1 1.9 函館市恵山福祉センター 柏野町 117-209 0138-85-2800 

5-1 1.9 函館市恵山市民センター 柏野町 117-209 0138-85-2800 

5-1 1.5 恵山温泉旅館 柏野町 117-150 0138-85-2041 

5-1 2.0 石田温泉旅館 柏野町 117-7 0138-85-2350 

5-1 1.8 特養老人ホーム恵楽園 柏野町 117 0138-85-2893 

5-3 2.8 恵山中学校 柏野町 9 0138-85-2122 

椴
法
華 

5-1 1.5 ホテル恵風 恵山岬町 61-2 0138-86-2121 

5-3 3.8 函館市椴法華高齢者福祉総合センター 新浜町 188-2 0138-86-2811 

5-3 3.4 椴法華小学校 新八幡町 86-1 0138-86-2051 

5-3 4.0 椴法華中学校 新浜町 151-1 0138-86-2151 

5-3 3.6 椴法華クリニック 新浜町 171-9 0138-86-2807 

 

(2) 避難確保計画作成の支援 

   避難促進施設が作成する避難確保計画については、具体的でありかつ市の地域防災計画や本計画

と整合の取れた計画を作成する必要があるため、協議会が必要に応じて助言・勧告を行うことによ

り実効性の高い避難確保計画となるよう支援を行う。 
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６ 現地合同対策本部 

  噴火警戒レベル４以上に相当する噴火警報が発表された場合、必要に応じて、協議会構成機関等が

参画した現地合同対策本部を設置し、情報の共有や現地における指揮・命令など、迅速かつ的確で連

携の取れた応急対策を実施できる体制をとる。 

  恵山の近傍における現地合同対策本部の施設候補を表 2-7に示す。 

表 2-7 現地合同対策本部の施設候補 

施設名 所在地 連絡先 

恵山支所 日ノ浜町 127 0138-85-2331 

なとわ・えさん交流センター 

（道の駅「なとわ・えさん」） 
日ノ浜町 31-2 0138-85-4010 
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 第３章 噴火時（緊急フェーズ）の対応 

 

第１節 住民、登山者等避難時の対応 

 

１ 火口周辺規制および登山道の立入規制 

  登山者等の安全を確保するため、噴火警戒レベルが２に引き上げられた場合、爆裂火口内のＸ火口、

Ｙ火口から約 500m の範囲を警戒区域に設定し、登山道での立入規制地点における看板類の設置によ

り周知を行うほか、登山口からの下山者を把握できる位置に、市災害対策本部等が示す時期まで職員

を配置する。 

 ・登山道規制箇所：市道登山口、道道登山口、恵風登山口、柏野２号線登山ゲート、 

高原コース登山口、つつじ公園駐車場、森林空間作業所１付近 

 ・看板設置箇所図：詳細位置については、巻末資料「規制看板等の設置詳細位置」参照 

 ■立入規制等周知看板の例 

立入禁止 

恵山で火山活動活発化の兆候が観測され、噴火警戒レベルがレベル２に引き上げられるため、ここ

から先は立入禁止とします。 

噴石・火山灰が降るおそれや火山ガスの突出のおそれがあるため、規制区域内には絶対に立ち入ら

ないでください。また、異常を感じた場合には直ちに避難してください。 

 

 

２ 登山者等の避難対策 

火口周辺規制等の実施後、規制範囲内にいる登山者等を、規制範囲外へ避難させるため、登山者等

に対して、避難の呼びかけなど避難誘導を行う。 

 

(1) 情報伝達・共有 

市は、直ちに警戒区域を設定し、緊急速報メールなどあらゆる手段により噴火警戒レベルの引き

上げを周知し、登山者等自身による安全確保の行動や下山呼びかけを行うほか、関係機関等に情報

の伝達、共有を行うとともに、北海道などへヘリコプターによる上空からの伝達を要請する。 

また、避難促進施設に対し、各施設における避難確保対応を行うよう指示するとともに、避難促

進施設との連携体制を維持する。 

 

(2) 避難誘導 

市は、登山者等に対して規制範囲外への退避を呼びかけるとともに、避難促進施設や関係機関と

連携し、避難誘導や入山中の残留者および火口原駐車場などの残置車両の確認等にあたることとす

る。 

北海道警察、函館市消防本部等は、必要に応じて市と協力して立入制限等の実施、規制範囲外へ

の退避の支援など登山者等の避難誘導や規制範囲内の残存者や火口原駐車場などの残置車両の確

認などにあたる。 

また、その他の関係機関も必要に応じて登山者等の避難誘導や輸送支援等について協力する。 

ただし、避難誘導は、気象台や火山専門家などから火山活動や気象状況の説明を受けて対応する。 
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(3) 下山者対応 

市は、北海道警察等と連携し、登山口等で下山者の氏名・住所等の確認を行うほか、登山届など

の情報と照合するなど安否の確認を行う。 

   また、噴火警戒レベルの引き上げにより、予定外の登山口に下山した登山者等で移動手段がない

者は、最寄りの交通機関への輸送等帰宅の支援を行うほか、必要に応じて登山者の一時滞在場所を

開設する。 

表 3-1 登山者の一時滞在場所候補施設 

地区 施設名 収容人数(人) 所在地 連絡先 

恵山 函館市恵山市民センター 190 柏野町 117-209 0138-85-2800 

椴法華 函館市椴法華総合センター 360 新浜町 156-1 0138-86-2451 

 

(4) 下山の避難経路 

噴火警戒レベルの引き上げにより下山する避難経路を図 3-1に示す。 

図 3-1 下山の避難経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

椴法華総合センター 

②海向山周遊コース 

⑩道道登山口コース 

④椴法華コース 
（十三曲がり） 

⑤八幡川コース 

⑧岬展望台コース 

①権現堂コース 

③高原コース 

⑨前山散策コースＡ 

    〃   Ｂ 

    〃   Ｃ 

 

⑥恵山登山道コース 

⑦恵山展望台コース 

Ｃ 

Ａ 

Ｂ 

恵山市民センター 

「この地図は，国土地理院の電子地形図（タイル）を使用して作成していま

す。）」 
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３ 高齢者等避難による避難 

市長が「高齢者等避難」を発令した際に、住民等が自主的に避難する場合の対応は次のとおりとす

る。 

① 避難誘導 

この段階における避難誘導は特に行わないものとする。 

② 交通手段 

徒歩、自転車、自家用車、船舶等による自力避難とする。 

③ 避難所開設 

市長は、避難所を指定・開設し、収容するものとする。 

④ 避難所における救助措置 

炊き出し、寝具、生活必需品の給与、医療および助産等の給付は必要に応じて行うものとする。 

⑤ 携行品の制限 

必要最小限の食糧、長期化することを視野に入れた被服、日用品および医薬品とする。避難所の

スペースは限られるため、過剰に携帯しないよう住民に対して日頃からの周知・啓発に努めるもの

とする。 

⑥ 避難状況の把握および報告 

避難所の運営にあたる職員は、住民等の避難状況を把握するため、当該地区住民等の避難した世

帯数および人数等について把握し、市（災害対策本部）へ報告するものとする。なお、親戚、知人

等のもとに避難する住民は、近隣住民や市へ避難先や連絡先をあらかじめ伝えるものとする。 

 

 

４ 避難指示による避難 

市長が「避難指示」を発令した際に、住民等が避難する場合の対応は次のとおりとする。 

① 避難誘導 

地区ごとの避難誘導は、当該地区の消防団が行うものとする。 

② 交通手段 

徒歩、自転車、自家用車、船舶等による自力避難とする。なお、自家用車等の交通手段の確保が

困難である者については、一時集合場所に集合もしくは自宅にて待機し、市または防災関係機関が

手配する広報車を伴ったバス等により避難するものとする。 

③ 避難所開設 

市長は、避難者のために避難所を指定・開設し、収容する。 

④ 避難所における救助措置 

炊き出し、寝具、生活必需品の給与、医療および助産等の給付は必要に応じて行う。 

⑤ 携行品の制限 

必要最小限の食糧、長期化することを視野に入れた被服、日用品および医薬品とする。避難所の

スペースは限られるため、過剰に携帯しないよう住民に対して日頃からの周知・啓発に努めるもの

とする。 

⑥ 避難状況の把握および報告  

避難所の運営にあたる職員は、住民等の避難状況について、人数、性別、氏名等を次の要領によ

り市（災害対策本部）へ報告するものとする。なお、親戚、知人等のもとに避難する住民は、近隣

住民や市へ避難先や連絡先をあらかじめ伝えるものとする。 
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ア) 報告時期 

避難指示等が発令されてから２時間おき（特に必要のある場合は随時）程度とするが、被害状

況が拡大するおそれがある場合等の緊急の際には、間隔を狭める。 

イ) 報告内容 

a) 避難者に関すること 

・当該地区住民の世帯数および人員数 

・避難した世帯数および人員数（避難所・知人宅等の避難先を区分する） 

・地域住民以外の旅行者等の一時滞在者等の避難人数等（可能な限り） 

・避難者の負傷等の状況 

・措置が必要な避難行動要支援者の状況 

・その他、避難者の状況について特に必要な事項 

b) 輸送車両に関すること 

・輸送車の状況 

・輸送完了の見通し 

・増配車の必要性の有無 

・その他輸送に関し特に必要な事項 

c) 残留者に関すること 

・残留者の有無、氏名および残留理由 

・避難の目途 

 

 

５ 要配慮者の避難対策 

高齢者や障がい者等の要配慮者は、高齢者等避難が発令された場合は速やかに避難を開始するもの

とする。 

また、要配慮者のなかでも、避難行動に必要な情報の把握が困難で、自らの行動等に制約のある避

難行動要支援者については、避難準備から避難後の生活までの各段階において、行政とその家族、身

近にいる住民、自主防災組織、関係団体等が協力してきめ細やかな支援策を講ずる必要がある。 

このため、函館市地域防災計画ならびに函館市避難行動要支援者支援計画に基づき、適切に支援等

を行うことができる体制を確立するよう努めるものとする。 

 

 

６ 避難対象地域にいる観光客等の避難対策 

市および宿泊施設などは、噴火警戒レベルが４に上げられた場合には、観光客等の安全を確保する

ため、観光客へ交通機関の運行状況等に関する情報を提供し、帰宅支援を行うよう努める。 

また、観光客の避難については、自力による避難を基本とするが、必要に応じて、輸送機関にバス

等の臨時便を要請するなど、観光客等の移動手段を確保するように努める。 

 

 

７ 教育機関等の避難対策 

(1) 学校 

市教育委員会は、高齢者等避難または避難指示が発令された場合は、避難対象区域内にある学校

に対して次のとおり措置するものとする。 

なお、これらの措置について、あらかじめ保護者等に対して説明し、緊急時の対応について理解

を得ておくとともに、緊急時の連絡体制を整備しておくものとする。 
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また、避難情報の発令期間が長期にわたることも考えられることから、災害が及ばない地区の学

校での授業再開など代替措置を講ずるものとする。 

① 高齢者等避難が発令された場合 

(ｱ) 児童・生徒が帰宅している（家庭にいる）場合 

校長に対して休校を指示する。 

(ｲ) 児童・生徒が学校等にいる場合 

校長に対し直ちに授業の中止を指示し、ただちに保護者に引き渡すものとする。 

② 避難指示が発令された場合 

（火山活動が急激に活発化し、高齢者等避難を発令されずに避難指示が発令された場合） 

(ｱ) 児童・生徒が帰宅している（家庭にいる）場合 

校長に対して休校を指示するものとするが、指示がない場合においても校長が、避難指示が

発令されたことを確認した場合は、休校することができる。 

児童・生徒は、避難指示が発令されたことを確認した場合は、登校を要せず、家族と一緒に避

難するものとする。 

(ｲ) 児童・生徒が学校等にいる場合 

校長に対し直ちに授業中止を指示し、学校等は所定の避難所等まで避難したうえで保護者に

引き渡すものとする。 

 

(2) 宿泊施設・福祉施設等 

市から高齢者等避難または避難指示が発令された場合、避難対象区域内にある宿泊施設・福祉施

設等の施設管理者は、施設利用者の安全確保を図るため、必要な措置を講ずるものとする。 

なお、これらの措置について、あらかじめ施設利用者およびその家族等に説明し、緊急時の対応

について理解を得ておくことに努めるものとする。 

特に福祉施設は、入所者等が通常の避難所における生活が困難であり、専門性の高い対応が必要

となることが考えられることから、他の福祉施設と入所者等の受入れ等に関する協定を締結するな

ど、入所者等の避難対策を事前に講ずるよう努めるものとする。 
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８ 避難所の開設 

  市長は、噴火警戒レベル４以上が発表された場合等は、直ちに避難所を開設する。 

  なお、親戚、知人等のもとに避難する住民は、近隣住民または市に避難先と連絡先をあらかじめ 

 伝えるものとする。 

  開設する避難場所は表 3-2のとおりとする。 

表 3-2 避難所のリスト（令和６年５月末現在） 

地
区 避難所名 

所在地 

（電話番号） 
管理者 

収容人数(人) 

（面積 ㎡） 
備 考 

恵 

山 

恵山中学校 
柏野町 9 

（0138-85-2122） 
学校長 

890 

（3,155） 

レベル４の場合に開設 

レベル５（5-3）の場

合に閉鎖 

恵山コミュニティ 

センター 

日ノ浜町 154 

（0138-85-3111） 
恵山支所 

210 

（372） 

レベル５（5-2）の場合

に開設 

えさん小学校 
中浜町 79 

（0138-84-2341） 
学校長 

1,010 

（3,306） 

レベル５（5-2）の場合

に開設 

椴 

法 

華 

椴法華 

総合センター 

新浜町 156-1 

（0138-86-2451） 
教育委員会 

360 

（1,444） 

レベル４の場合に開設 

レベル５（5-3）の場

合に閉鎖 

南茅部総合 

センター 

川汲町 1520-4 

（0138-25-3789） 
教育委員会 

160 

（669） 

レベル５（5-2）の場合

に開設 

南茅部小学校 
尾札部町 1609-1 

（0138-63-2561） 
学校長 

1,430 

（4,958） 

レベル５（5-2）の場合

に開設 
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９ 避難対象者の把握 

噴火警報等が発表された場合の避難対象者および避難場所等については、表 3-3、3-4 のとおりで

ある。 

表 3-3 避難対象者数等（恵山地区） （令和６年５月末現在） 

【レベル５（5-1）】 

町名等 世帯数 人員数 一時集合場所 避難場所 備 考 

【避難対象区域内の町ごとの人数】 

御崎町 43 84 御崎会館   

柏野町の一部 87 171 － 

 

 

恵山中学校 

《一部対象地域》 

・40-3、41-13、99 番地(柏
野会館～つつじ公園) 

・117 番地(恵楽園、恵山温

泉、石田温泉) 

恵山町の一部 250 435 －  

《一部対象地域》 

・75、176、623～662 番地(七

ッ岩から東側) 
・448～463 番地（禅龍寺周

辺） 

計 380 690 － －  

【参考：避難対象区域内にある主たる施設の利用者等の人数】 

恵山つつじ公園 － 3,200 － －  

恵山福祉センター － 100 － －  

恵楽園 － 65 － － 所有バスにより避難 

※世帯数・人員数は、避難対象が一部である地域についても全人員を計上している 

 

【レベル５（5-3）】  

町名等 世帯数 人員数 一時集合場所 避難場所 備 考 

【避難対象区域内の町ごとの人数】 

御崎町 43 84 － 
恵山コミュニティ 

センター 

 

柏野町 87 171 恵山中学校  

恵山町 250 435 恵山中学校  

（必要に応じて） 

えさん小学校 

 

 

古武井町の一部 73 119 － 
《一部対象地域》 

・213、216、217、409 番地（恵

山漁協山背泊支所より山側） 

計 453 809 － －  

【参考：避難対象区域内にある主たる施設の利用者等の人数】 

恵山中学校 － 43 － －  

※世帯数・人員数は、避難対象が一部である地域についても全人員を計上している 
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表 3-4 避難対象者数等（椴法華地区） （令和６年５月末現在） 

【レベル５（5-1）】  

町名等 世帯数 人員数 一時集合場所 避難場所 備 考 

【避難対象区域内の町ごとの人数】 

恵山岬町 11 18 もと元村会館   

元村町 27 56 もと富浦会館 椴法華総合センター  

富浦町 39 66 もと富浦会館   

計 77 140 － －  

【参考：避難対象区域内にある主たる施設の利用者等の人数】 

ホテル恵風 － 200 － － 所有バスにより避難 

 

【レベル５（5-3）】  

町名等 世帯数 人員数 一時集合場所 避難場所 備 考 

【避難対象区域内の町ごとの人数】 

恵山岬町 11 18 － 

南茅部総合センター 

 

南茅部小学校 

 

元村町 27 56 －  

富浦町 39 66 －  

島泊町 25 41 椴法華総合センター  

新八幡町 61 109 椴法華総合センター  

新浜町 137 251 椴法華総合センター  

銚子町 102 195 もと銚子会館  

絵紙山町 3 6 －  

新恵山町 5 10 －  

計 410 752 －   

【参考：避難対象区域内にある主たる施設の利用者等の人数】 

椴法華総合センター － 360 － －  

椴法華小学校 － 23 － －  

椴法華中学校 － 10 － －  

椴法華高齢者福祉
総合センター 

－ 40 － －  

椴法華クリニック － 20 － －  
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10 避難経路・避難手段の確立 

(1) 避難経路 

避難経路を図 3-2、3-3に示す。 

図 3-2 避難経路（恵山地区） 

噴火警戒レベル５（5-1）発表時 

  

噴火警戒レベル５（5-3）発表時 

                                        （国土地理院基盤地図情報を使用） 
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図 3-3 避難経路（椴法華地区） 

噴火警戒レベル５（5-1）発表時 

 

噴火警戒レベル５（5-3）発表時 

（国土地理院基盤地図情報を使用） 

 

 

安浦町

尾札部町

川汲町

もと富浦会館 

もと元村会館 

もと銚子会館 
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(2) 避難手段 

避難手段は、徒歩、自転車、自家用車、船舶等のあらゆる手段による自力避難とする。 

避難指示が発令された場合、交通手段が確保できないなど自力での避難が困難な者は、一時集合

場所に集合もしくは自宅にて待機し、市または防災関係機関が手配する広報車を伴ったバス等によ

り避難するものとする。なお、大きな噴石等によりバス等でも避難が困難な場合には市または北海

道が要請する北海道防災航空室、警察、自衛隊、函館海上保安部の救助を待ち避難を行うものとす

る。 

避難対象地区から一時集合場所または避難場所までの距離および所要時間の目安について、表 3-

5、3-6に示す。 

表 3-5 恵山地区の所要時間（目安） 

町名 
人数 

(世帯数) 
避難手段 

一時集合場所 

(避難に係る時間) 

指定避難所 

(避難に係る時間) 
備 考 

御崎町 
84 

(43) 

徒歩 

自家用車等 

御崎会館 

(1.4km、徒歩：47分) 

恵山中学校 

(2.8km、車両 6分) 

 

柏野町 
171 

(87) 

徒歩 

自家用車等 
－ 

恵山中学校 

(0.6km、車両：1分) 

 

徒歩：20分 

恵山町 
435 

(250) 

徒歩 

自家用車等 
－ 

恵山中学校 

(1.7km、車両：3分) 

 

徒歩：57分 

古武井町 
119 

(73) 

徒歩 

自家用車等 
－ 

恵山コミュニティセンター 

（6.0km、車両：12分） 

 

恵山中学校 バス等 － 
恵山コミュニティセンター 

（3.8km、車両：8分） 

 

恵山中学校 バス等 － 
えさん小学校 

（8.4km、車両：17分） 

 

※所要時間は、自動車による移動は時速 30km、徒歩による移動は時速 1.8kmで計算 

  車両の速度は制限速度、徒歩の速度は北海道津波避難計画策定指針における歩行困難者の歩行速度 0.5ｍ/秒による。 

 

表 3-6 椴法華地区の所要時間（目安） 

町名 
人数 

(世帯数) 
避難手段 

一時集合場所 

(避難に係る時間) 

指定避難所 

(避難に係る時間) 
備 考 

恵山岬町 
18 

(11) 

徒歩 

自動車等 

もと元村会館 

( 1.2km、徒歩：40分) 

椴法華総合センター 

( 4.5km、車両：9分) 
 

元村町 
56 

(27) 

徒歩 

自家用車等 

もと富浦会館 

( 1.2km、徒歩：40分) 

椴法華総合センター 

( 3.4km、車両：7分) 
 

富浦町 
66 

(39) 

徒歩 

自家用車等 

もと富浦会館 

( 0.6km、徒歩：20分) 

椴法華総合センター 

( 1.8km、車両： 4分) 
 

島泊町 
41 

(25) 

徒歩 

自家用車等 

椴法華総合センター 

( 0.8km、徒歩：27分) 

南茅部小学校 

(17.6km、車両：21分) 
 

新八幡町 
109 

(61) 

徒歩 

自家用車等 

椴法華総合センター 

( 0.6km、徒歩：20分) 

南茅部小学校 

(17.5km、車両：21分) 
 

新浜町 
251 

(137) 

徒歩 

自家用車等 

椴法華総合センター 

（ 0.5km、徒歩：17分） 

南茅部小学校 

（17.2km、車両：21分） 
 

銚子町 
195 

(102) 

徒歩 

自家用車等 

もと銚子会館 

( 0.3km、徒歩：10分) 

南茅部小学校 

(15.9km、車両：19分) 
 

絵紙山町 
6 

(3) 
自家用車等 － 

南茅部小学校 

(17.6km、車両：21分) 
 

新恵山町 
10 

(5) 
自家用車等 － 

南茅部小学校 

(19.4km、車両：23分) 
 

椴法華総合センター バス等 － 
南茅部小学校 

(16.7km、車両：20分) 

 

椴法華総合センター バス等 － 
南茅部総合センター 

(19.1km、車両：23分) 

 

※所要時間は、自動車による移動は道道時速 30km、国道時速 50km、徒歩による移動は時速 1.8km で計算 

  車両の速度は制限速度、徒歩の速度は北海道津波避難計画策定指針における歩行困難者の歩行速度 0.5ｍ/秒による。 
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11 避難者の輸送対策 

市長が必要と判断した際は、輸送車両を確保し現地へ派遣する。 

避難に利用できるバス等の台数を表 3-7に示す。 

表 3-7 バス等の手配先（令和 6年 5月末現在） 

所 管 所在地 連絡先 保有台数 輸送能力 備考 

恵山支所 日ノ浜町 127 85-2331 1 台 44 人 地域福祉バス 

椴法華支所 新浜町 156-1 86-2111 1 台 41 人 地域福祉バス 

函館地区バス協会 高盛町 10-1 54-4471 締結した協定に基づき必要台数を要請 

ホテル恵風 恵山岬町 61-2 86-2121 3 台 62 人 送迎 

※ 輸送能力は、バス保有台数により算出したものであり、実際に避難に使用できる台数は稼働状況による。 

 

 

12 自衛隊災害派遣要請による避難 

市長は、地域に重大な影響を及ぼす噴火等が発生し、または発生しようとしている場合において、

応急措置を実施するため必要があると認めたときは、知事に対して自衛隊法第 83 条第 1 項の規定に

よる要請をするよう求めるものとする。 

 

(1) 要請基準 

恵山の噴火シナリオから想定される災害派遣要請の基準は、噴火活動が活発化したことを示す噴

火警戒レベル５以上を基準とし、以下の状態が起きたまたは起きることが予測されるときとする。 

・ 避難対象区域の住民等が、火砕流や火山泥流等の発生により避難経路が遮断され、通常の手

段による避難が困難 

・ 避難対象区域の住民等が、噴石等の飛散により通常の手段による避難が困難 

・ 避難対象区域の住民等が、落石・地割れ等により通常の手段による避難が困難 

 

(2) 要請時の対応 

避難対象区域近傍における自衛隊の集結場所候補地を表 3-8に示す。集結地の選定にあたっては、

応急活動への利便性など防災関係機関と協議のうえ、決定するものとする。 

なお。装甲車等の自走については、事前に災害対策本部から道路管理者へ通報し許可を得るもの

とする。 

表 3-8 集結場所候補地 

 集結候補地名称 所在地 幅×長(m) 管理者 連絡先 

① 
恵山中学校 

グラウンド 
柏野町 9 80×60 学校長 85-2122 

② 
えさん小学校 

グラウンド 
中浜町 79 80×80 学校長 84-2341 

③ 
旧恵山高校 

グラウンド 
高岱町 33 90×60 教育委員会 21-3538 

④ 
椴法華中学校 

グラウンド 
新浜町 151-１ 125×98 学校長 86-2151 

⑤ 
椴法華小学校 

グラウンド 
新八幡町 86-１ 80×68 学校長 86-2051 
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13 道路交通規制 

避難対象区域または警戒区域への立ち入りを禁止するため、交通規制箇所を噴火警戒レベル２およ

び噴火警戒レベル４、５における登山道や道路の規制については図 3-4のとおりとし、迅速に対応す

るものとする。なお、交通規制が長期間にわたる場合は、防災関係機関で協議のうえ、その規制方法

について別途定めるものとする。 

また、公安委員会が緊急交通路を指定する際は、北海道警察および道路管理者と連絡・調整を図り

指定するものとする。 

・規制箇所図：詳細位置については、巻末資料２「規制看板等の設置詳細位置」参照 

図 3-4 道路等交通規制箇所図 

                                       （国土地理院基盤地図情報を使用） 
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14 避難ができなくなった人たちの安全対策 

噴火または火山泥流等により避難経路が閉ざされた場合は、市は状況に応じ、北海道防災航空室、

警察、自衛隊、函館海上保安部にヘリコプターの出動による救助ならびに函館海上保安部、海上自衛

隊に船艇による避難者の輸送を要請する。 

なお、ヘリコプターの離着陸および船艇の接岸にあたっては、事前に管理者へ連絡するものとする。

ヘリコプターの離着陸場を表 3-10に、船艇の接岸箇所を表 3-11に示す。 

表 3-9 要請機関 

機関名 保有機 連絡窓口 備  考 

北海道防災航空室 ヘリコプター １機 22-2146 消防本部警防課 

北海道警察 ヘリコプター ５機 31-0110（内 5762） 函館方面本部警備課 

函館海上保安部 ヘリコプター １機 42-4312 警備救難課 

 

表 3-10 ヘリコプター離着陸場 

 離着陸場名称 所在地 幅×長(m) 管理者 連絡先 

① 
恵山中学校 

グラウンド 
柏野町 9 80×60 学校長 85-2122 

② 
えさん小学校 

グラウンド 
中浜町 79 80×80 学校長 84-2341 

③ 
旧恵山高校 

グラウンド 
高岱町 33 90×60 教育委員会 21-3538 

④ 
椴法華中学校 

グラウンド 
新浜町 151-1 125×98 学校長 86-2151 

⑤ 
椴法華小学校 

グラウンド 
新八幡町 86-1 80×68 学校長 86-2051 

⑥ 
恵山岬灯台公園 

駐車場 
恵山岬町 77 67×57 

椴法華支所 

産業建設課 
86-2111 

 

表 3-11 船艇接岸箇所 

 接岸箇所名称 所在地 幅×長(m) 管理者 連絡先 

① 山背泊漁港 古武井町 20×120 
渡島総合振興局 

函館建設管理部 
47-9646 

② 恵山漁港 御崎町 8×304.5 
渡島総合振興局 

函館建設管理部 
47-9646 

③ 椴法華港 元村町 10.5×1,119 
椴法華支所 

産業建設課 
86-2111 

 

 

15 避難に際し住民のとるべき行動 

住民等の避難にあたっては、行政からの避難情報伝達、避難の呼び掛けだけでなく、住民等自らが

自己の責任において行動すべき下記の内容について理解しておくことが円滑な避難につながる。 

市および防災関係機関は、様々な機会を捉え住民等への啓発に努めるものとする。 

① 避難が必要となる時期や避難経路、避難場所等を市が発行する印刷物やホームページ等により事

前に把握しておくとともに、火山災害についても把握しておくこと。 

② 避難の際の携行品はあらかじめ準備しておき、避難の際は混乱をさけるため制限を守ること。持

病の治療薬等重要な医薬品については、避難が長期にわたる可能性も考え、十分な量を携行するこ

と。 

 



第３章 噴火時（緊急フェーズ）の対応  第 1節 住民、登山者等避難時の対応 

44 

③ 避難の前には必ず暖房器具は消火を確認し、ガスは元栓を閉め、電気はブレーカーを切るなど出

火を防止すること。被災による漏水等も考えられる場合は水道の元栓等も閉めること。 

④ 避難する際の基本的な服装は、頭巾またはヘルメット、動きやすい靴、防塵眼鏡、マスク着用と

すること。⑤ 近隣に声をかけ、互いに協力して全員が安全に避難できるようにすること。 

⑥ 親戚、知人等のもとに避難するときは、避難所へ避難する近隣住民もしくは市に避難先および連

絡先を報告すること。 

⑦ 行動は冷静に行い、不確実な情報に惑わされないよう注意すること。 

 

 

16 噴火警戒レベルに応じた避難対応フロー 

(1) 噴火警戒レベルが事前に引き上げられた場合 

  噴火警戒レベルが順に引き上げられたときの住民、登山者等の避難行動については、図 3-5の避難

対応フローのとおりとする。 

図 3-5 噴火警戒レベルが事前に引き上げられた場合の避難対応 

 

※避難情報発令対象地域 

 ① … 御崎町、柏野町の一部、恵山町の一部、恵山岬町、元村町、富浦町 

 ② … 柏野町、恵山町、古武井町の一部、椴法華地区全域（上記地域除く） 
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(2) 突発的に噴火した場合（噴火警戒レベル１→２） 

突発的に噴火した場合（噴火警戒レベル１→２）、協議会構成機関は、速やかに火山活動の状況を共

有し、その情報をもとに協議の上、火口周辺規制を実施するとともに、住民、登山者等を安全に規制

範囲外へ避難誘導するなどの対応を行うものとする。 

なお、突発的に噴火した場合（噴火警戒レベル１→２）の住民、登山者等の避難行動については、

図 3-6の避難対応フローのとおりとする。 

図 3-6 突発的に噴火した場合（噴火警戒レベル１→２）の避難対応 
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(3) 事前に噴火警戒レベルが引き上げられないまま噴火した場合（噴火警戒レベル２→５－１） 

事前に噴火警戒レベルが引き上げられないまま、居住地域まで影響を及ぼす噴火が発生した場合、

その噴火に伴う火山現象も短時間で避難対象地域に到達する恐れがあるため、速やかな緊急退避の実

施や避難指示の周知、住民、登山者等の安全な地域への避難誘導などの対応を行うものとする。 

なお、突発的に噴火した場合（噴火警戒レベル２→５－１）の住民、登山者等の避難行動について

は、図 3-7の避難対応フローのとおりとする。 

図 3-7 事前に噴火警戒レベルが引き上げられないまま噴火した場合の避難対応 

 

 

 

 

 

火

山

活

動

の

推

移

札

幌

管

区

気

象

台

地

域

火

山

監

視

・

警

報

セ

ン

タ
ー

北

海

道

・

渡

島

総

合

振

興

局

函
館
市

住
民
等

登
山
者
等

避
難
促
進
施
設

噴火警戒レベル２

異
常
現
象
の
発
生

噴
火
後
の
速
や
か
な

「噴
火
速
報
」

(

「噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
」の
引
上
げ)

「噴
火
警
報
」

《第
１
非
常
配
備
体
制
》

・
市
へ
の
情
報
伝
達

・
情
報
収
集
体
制
確
立

《第
１
非
常
配
備
体
制
》

・
住
民
等
へ
の
広
報

・入
山
者
へ
の
情
報
伝
達

・
情
報
収
集
、
連
絡
体
制

緊
急
退
避
後
の
避
難
誘
導
の
実
施
に
つ
い
て
検
討

避
難
誘
導
の
支
援

登
山
者
等
の
帰
宅
支
援

避
難

避
難

：
指
示
を
待
た
ず
自
ら
対
応
す
べ
き
事
項

：
指
示
を
受
け
て
避
難
対
象
者
が
行
う
事
項

：
関
係
機
関
の
対
応
事
項

：
情
報

凡例

噴
火
発
生

緊
急
退
避

噴火警戒レベル５－１

火
口
周
辺
規
制
の
実
施

《第
３
非
常
配
備
体
制
》

・
市
へ
の
情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

《第
３
非
常
配
備
体
制
》

・
住
民
等
へ
の
広
報

・
情
報
の
集
約

避
難
指
示
発
令

住
民
等
へ
の
広
報

交
通
規
制
の
実
施

避
難
所
の
開
設

避
難

緊
急
退
避
の

呼
び
か
け
実
施

緊
急
退
避
の
状
況
確
認

状
況
を
市
と
共
有

緊
急
退
避
後
の
避
難
の

実
施
に
つ
い
て
検
討

避
難
所
等
へ
の
避
難
誘
導

避
難
状
況
を
市
と
共
有



第３章 噴火時（緊急フェーズ）の対応  第 2節 救助活動 

47 

第２節 救助活動 

 

１ 救助活動の体制 

(1) 合同調整所（現地合同指揮所）等の設置等 

北海道警察、函館市消防本部、自衛隊、函館海上保安部は、救助活動を円滑に行うために、現場

活動での一体性、効率性、安全性等を考慮し、現地合同対策本部と連携し、合同調整所（現地合同

指揮所）等を設置するなど体制を整える。 

 

(2) 救助活動への支援体制 

救助活動の対象範囲の検討・確認や活動実施の際には、北海道警察、函館市消防本部、自衛隊、

函館海上保安部に加え、必要に応じて、気象台、学識経験者、北海道開発局函館開発建設部、北海

道森林管理局檜山森林管理署等が技術的な支援を行う。 

 

(3) 活動基準の設定 

北海道警察、函館市消防本部、自衛隊、函館海上保安部は、噴火時等において、二次災害を防止

し、円滑に救助活動を行うため、火山活動の状況や降雨の状況などによる活動基準を設定する。 

噴火時等における救助活動の可否の判断は、速やかに各部隊へ周知するとともに、判断に結びつ

く情報を入手した場合には、現場の合同調整所（現地合同指揮所）等から災害対策本部等に速やか

に報告する。 

気象台、学識経験者、北海道開発局函館開発建設部等は、監視・観測データなどから、火山活動

の見込みや土砂災害の危険性などによる活動基準の設定について助言を行う。 

表 3-12天候や火山の状態による活動基準 

活動基準の種類 内          容 

火山性微動、火山性地震等による

活動中止判断の基準 

気象台や学識経験者が観測データを確認し、火山活動に

異常が認められれば、その情報をもとに災害対策本部等

が救助活動の中止を判断する。 

降雨時の活動の再開基準 降雨停止後３時間以上が経過し、ヘリコプターによる上

空からの調査を行い、ヘリコプター調査の結果を基に先

遣調査隊を派遣し安全に活動できるかを確認する。更に

捜索活動を安全に実施できると判断した時点から５時

間先まで降雨の見通しがないことを確認する。 

火山性ガスによる活動中止判断の

基準 

硫化水素（H₂S）:10ppm、二酸化硫黄（SO₂）:2ppm 

（参考）御嶽山噴火災害を踏まえた山岳救助活動の高度化等検討会報告書 

 

(4) 救助活動の範囲 

北海道警察、函館市消防本部、自衛隊、函館海上保安部は、気象台、学識経験者等から、監視・

観測データなどから予想される火山現象の影響範囲や土砂災害の危険範囲などについての情報提

供、助言などを踏まえ、活動が可能な範囲を検討する。 

 

(5) 活動部隊の退避等が可能な場所の設定 

北海道警察、函館市消防本部、自衛隊、函館海上保安部は、救助活動中に、異常現象が発生した

場合や噴火した場合、一時的に、活動範囲から直ちに退避できる場所を現地合同対策本部と連携し

設定する。 
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また、天候の悪化等で活動を一時中断する場合、活動範囲から、救助活動を行う全員が直ちに避

難できる避難所等を設定する。その際、救助活動を行う全員を収容するためにも、複数の避難所等

を設定する。 

北海道警察、函館市消防本部、自衛隊、函館海上保安部は、退避もしくは避難後、速やかに避難

等が完了したことを確認する。 

 

 

２ 住民等の救助活動 

(1) 要救助者情報の把握 

市、北海道警察等は、あらかじめ整備された避難対象者のリストと避難所等で作成された避難者

名簿等を照合することにより、要救助者の情報集約・整理を行い、協議会の構成機関と情報を共有

する。 

 

(2) 捜索・救助活動 

北海道警察、函館市消防本部、自衛隊、函館海上保安部等救助に関わる機関は、共有された要救

助者情報をもとに、避難対象地域における救出ルートや安全に退避できる場所を確認し、捜索およ

び救助活動を行う。 

 

 

３ 登山者等の救助活動 

(1) 要救助者情報の把握 

市、北海道警察等は、登山届等と下山した者からの避難者情報等を照合するほか、家族等からの

通報により、要救助者の情報集約・整理を行い、協議会の構成機関と情報を共有する。 

 

(2) 捜索・救助活動 

北海道警察、函館市消防本部、自衛隊、函館海上保安部等救助に関わる機関は、共有された要救

助者情報をもとに、活動範囲における救出ルートや安全に退避できる場所を確認し、捜索および救

助活動を行う。 

 

 

４ 医療活動 

要救助者を救出し負傷している場合、公的医療機関において医療活動を行うほか、民間医療機関に

対して、受入等の協力を求めるものとする。 

また、必要に応じて、速やかに医療関係機関または国等に対して、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

等の派遣について要請する。 

 

 

第３節 災害対策基本法に基づく警戒区域 

 

警戒区域の設定については、函館市地域防災計画第３章第６節第６項「警戒区域の設定」に基づき実

施するものとし、協議会においてあらかじめ協議検討した影響が及ぶ範囲を警戒区域に設定する。また、

警戒区域の設定や解除については、緊急時においても柔軟に対応できるよう、平常時から協議会におい

て共同で検討するものとする。 



第 3章 噴火時（緊急フェーズ）の対応  第 4節 報道関係者への対応 

49 

 

第４節 報道関係者への対応 

 

噴火の規模が小さい場合でも、多数の報道機関が現地を訪れ、報道関係者自らの被災や過剰な取材等

による避難救援活動等への障害となることが考えられる。このため、函館地方気象台や学識経験者と連

携し、正しい情報を発信できる体制の構築を図るとともに、住民等への避難誘導支援や生活安定のため

の重要な情報の報道等を依頼するよう努めるものとする。 

また、多数の報道関係者に安全な取材・報道活動を行ってもらうため、災害対策本部等に報道対策部

門を設置し、報道関係者の対応にあたるものとする。 

 

 

第５節 緊急フェーズ後（住民避難後）の対応 

 

１ 避難所の管理・運営 

(1) 避難所事務所の開設 

住民避難時には、市職員を派遣し避難所を開設するとともに、避難所の運営本部として「避難所

事務所」等の事務所を設置し、避難所運営の拠点とする。 

 

(2) 自主運営組織の確立 

避難所での生活が長期化する場合は、避難住民で構成する避難所自治組織による避難所の運営手

順を確立しておく必要があるため、運営が円滑に行われるよう、訓練等の機会を通じてあらかじめ

自治組織と市職員等の協力体制の確立に努めるものとする。 

 

(3) 避難所の運営会議 

各避難所においては、災害対策本部からの指示・伝達事項が明確に避難者に伝達され、遵守され

ることが望まれるため、避難所班の職員を定期的に市地区災害対策本部に招集し、避難所の管理・

運営方法、二次災害対策等の諸対策について情報交換・協議し、各避難所と市地区災害対策本部な

らびに市災害対策本部の関係を密にするとともに、避難者にその情報を伝達するものとする。 

 

(4) 避難所が教育機関である場合の措置 

学校等の教育機関を避難所として使用している期間中は、教育施設として使用できなくなるため、

災害が及ばない地区の学校への臨時登校等の代替措置を講ずるものとする。 

 

 

２ 救援物資と救援体制等 

住民等の避難後は、避難所での生活のための食糧・衣料等の救援物資の補給や、病気やけが等のケ

アのための医療体制の確保、居住スペースの快適化等の措置に努めるものとする。 

避難生活が長期にわたる可能性がある場合、避難住民の精神的負担も時間の経過とともに大きくな

る可能性があるため、十分な救援物資、救援体制を確立するよう努めるものとする。 

 

(1) ボランティア等の受け入れ 

災害規模が大きい場合、市職員だけでの対応は困難となり、ボランティアの受け入れによる住民

等の支援が行われるケースが多く、たとえ災害規模が小さい場合でも、ボランティアが特定の箇所

に集中することも予想されるため、函館市地域防災計画第３章第１０節「ボランティアの受入れ・
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派遣」に基づき、ボランティアセンターの立ち上げによる受入体制の整備を図り、円滑なボランテ

ィアの派遣を実施するものとする。 

 

(2) 救援物資の受け入れ、整理配分 

避難所班職員は、避難所自治組織やボランティア等との共同作業により、必要な救援物資と充足

した物資を把握し、流入停止等の要請を市災害対策本部に行うものとする。 

要請を受けた災害対策本部は、函館市地域防災計画第３章第７節第４項の３「救援物資の受入れ・

配分」に基づき実施するものとする。 

 

(3) 要配慮者対策 

避難住民に含まれる、高齢者や出産予定者、障がい者等の要配慮者は、一般の避難住民と同一の

避難所での生活が困難な場合には、福祉避難所への移送を検討するものとする。 

 

 

３ 避難指示解除、一時立入等の対応 

規制や避難、またその解除や範囲の縮小は、基本的には、噴火警戒レベルに対応して行われるこ 

とになるが、火山活動が続き、噴火警戒レベル２以上が継続する中でも、噴火の発生位置や火山現

象の影響範囲等を見極め、規制範囲の縮小や避難指示の解除の可能性を協議会で検討するものとす

る。 

 

(1) 避難指示解除、規制範囲の縮小または解除 

   市は、協議会の助言を踏まえ、関係機関と協議し、避難指示解除、規制範囲の縮小または解除

を判断・決定するものとする。 

また、避難指示区域内の道路状況や交通に支障がないか、二次災害防止対策等の安全確認を行

い、解除に合わせ、必要な通行規制の解除等を行うなど、解除を円滑に行うための判断体制や手

順のほか、住民等への周知方法、再避難が必要な場合の対応等について確立するよう努める。 

 

(2) 一時立入 

   市は、避難対象地域や警戒区域内に居住する住民等が、自宅の片づけや貴重品の持ち出し、生

業の維持などのために、一時立入の実施を判断・決定する際には、協議会等において緊急時にお

ける避難・退去の基準や立入可能な範囲、立入時間などを設定し、一時立入を実施するものとす

る。 

   なお、一時立入を実施するにあたっては、これに先立ち、防災関係機関は、避難対象地域や警

戒区域に立入り、現地調査を行うなど、立入可能な範囲の安全確認を行うこととする。 

 

 

４ その他 

(1) 治安の維持 

住民が避難し、無人化した危険区域では、窃盗事件等が懸念され、治安の維持に配慮する必要が

あるが、警察官が危険区域において警備にあたることは、警察官の生命を危険にさらすこととなる。

このため、市長は警戒区域の設定とその周知を図り、警戒区域の周辺における警戒活動を行うこと

を基本とする。 
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(2) 風評被害対策 

   火山活動が活発化した際には立入規制などが行われるが、立入規制区域外の、本来、観光客等 

の受け入れが可能な地域においても観光客の減少や宿泊のキャンセルなどが起こり、観光地として

大きなダメージを受けるおそれがあることから、報道機関に対し、最新の火山活動、影響範囲、噴

火時等のリスク、登山者等の安全対策、民間事業者の営業状況等についての正確な情報提供に努め

るものとする。 

 

(3) 相談窓口の開設 

避難住民の中には災害によって家屋や土地、事業所等の私的財産の喪失や近親者を失うなど、著

しい精神的苦痛を被ることが予想されるため、各避難所に市職員等を派遣し相談窓口を設け、必要

に応じて専門のカウンセラーを常駐させるなど、住民等の精神的苦痛の軽減に努めるものとする。 
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第４章 平常時からの防災啓発と訓練 

 

１ 防災訓練 

防災訓練は、協議会での共同検討を通じて構築した防災体制の検証を行う有効な機会となる。突発

的な噴火や、登山者や避難対象地域の住民を想定した実動訓練のほか、図上訓練や気象台からの情報

伝達訓練等、協議会構成機関が合同で定期的に実施し、その効果について十分検証するなど、取り組

みを長期にわたって継続する体制の整備に努め、防災対策等の強化を図るものとする。 

なお、訓練を行うにあたっては、訓練の目的を具体的に設定した上で、避難対象地域の住民や、避

難促進施設にも協力を求めるものとする。 

 

 

２ 普及啓発等 

(1) 住民等への普及啓発 

市や防災関係機関は、函館市地域防災計画第２章第１節第２項「防災知識の普及・啓発」の定

めるところにより、住民等の火山に対する理解や危険性の認識を深められるよう、その普及啓発

に努めるものとする。 

また、市は、火山現象の影響および範囲を図示した火山ハザードマップや、噴火警報等の解

説、噴火警戒レベルに応じた避難場所や避難経路、避難の方法、情報伝達の方法等の防災上必要

な情報を記載した印刷物等を作成し、恵山および椴法華地区の居住者だけでなく宿泊施設や福祉

施設等へも配布するほか、ホームページに掲載するなど、火山災害の危険性の周知に努めるもの

とする。 

 

(2) 登山者等への普及啓発 

登山者等が、事前に恵山に係る情報の把握ができるよう、市は、登山者等向けの火山防災マッ

プなどを作成・配布し、登山者等の防災意識の向上を図るほか、登山者等への啓発方法について

協議会で協議を行うこととする。 

また、登山道の標識や案内板の設置状況、登山届等の提出促進などについても検討をしていく

こととする。 
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資料：恵山火山防災協議会 規約 

 

（目的） 

第１条 「恵山火山防災協議会」（以下「協議会」という。）は、活動火山対策特別措置法（昭和 48年

法律第 61号）（以下「法」という。）第４条第１項の規定に基づき、「恵山」について想定される火

山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備を行うため、北海道および函館市が共同で設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）噴火シナリオ、火山ハザードマップ、噴火警戒レベル、具体的な避難計画等の一連の警戒避難

体制の整備に関する事項 

（２）北海道防災会議が法第５条第２項の規定により同条第１項各号に掲げる事項について定める際

の意見聴取に関する事項 

（３）函館市防災会議が法第６条第３項の規定により同条第１項各号に掲げる事項について定める際

の意見聴取に関する事項 

（４）前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項 

 

（組織） 

第３条 協議会は、別表１に掲げる者で構成する。ただし、学識経験者については、協議会の設置者

が協議の上、指定する。 

２ 協議会には会長を置く。 

３ 会長は、函館市長をもって充てる。 

４ 会長は協議会を代表し、会務を総理する。 

５ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

６ 会長が恵山の噴火災害の発生によりその職務に当たることができない場合は、北海道が代理す

る。 

 

（会議） 

第４条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が召集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 協議会の各構成員は、会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができる。 

４ 会議は、過半数の出席をもって成立する。 

５ 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。 

 

（会長の専決処分） 

第５条 会長は、会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事由により会議を招集する事が

できないときは、協議会が処理すべき事務のうち、早急に決定を要する事項について専決すること

ができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、速やかに各構成員に報告しなければならな

い。 
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（幹事会） 

第６条 協議会には、協議会の所掌事務を円滑かつ効率的に行うため、幹事会を置くものとする。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる者で構成する。ただし、学識経験者については、協議会の設置者が協

議の上、指定する。 

３ 幹事会には、幹事長を置く。 

４ 幹事長は、会長が指名する者とし、幹事会の会務を総理する。 

 

（経費の負担） 

第７条 協議会の経費の負担については、協議会の設置者が協議の上、別に定める。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の事務は、北海道および函館市において行う。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めのない事項は、必要に応じて会長が協議会に諮って定める。 

 

 

附則 

この規約は、平成２８年３月１７日から施行する。 

 

附則 

この規約は、平成２９年１月１６日から施行する。 

 

附則 

この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附則 

この規約は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表１ 

機 関 名 役職等 
法第４条 

第２項 
備 考 

北海道 知 事 第１号  

函館市 市 長 〃 会 長 

札幌管区気象台 台 長 第２号  

函館地方気象台 台 長 〃  

北海道開発局函館開発建設部 部 長 第３号  

陸上自衛隊 第 11旅団長 第４号  

北海道警察 本部長 第５号  

函館市消防本部 消防長 第６号  

学識経験者  第７号  

第一管区海上保安本部函館海上保安部 部 長 第８号  

海上自衛隊函館基地隊 基地隊司令 〃  

国土地理院北海道地方測量部 部 長 〃  

北海道総合通信局 防災対策推進室長 〃  

北海道森林管理局檜山森林管理署 署 長 〃  

北海道渡島総合振興局 局 長 〃  

北海道函館方面函館中央警察署 署 長 〃  

函館市消防団 連合消防団長 〃  

函館市総務部 危機管理監 〃  

函館市恵山支所 支所長 〃  

函館市椴法華支所 支所長 〃  
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別表２ 

機 関 名 役職等 備 考 

北海道渡島総合振興局地域創生部 
危機対策室主幹 

（危機対策） 
 

函館市総務部 災害対策課長 幹事長 

札幌管区気象台気象防災部 火山対策調整官  

函館地方気象台 防災管理官  

北海道開発局函館開発建設部 防災課長  

     〃 工務課流域治水対策専門官  

     〃 道路防災推進官  

陸上自衛隊第 11旅団第 3部 防衛班長  

北海道警察函館方面本部 警備課長  

函館市消防本部 警防課長  

学識経験者   

第一管区海上保安本部函館海上保安部 警備救難課長  

海上自衛隊函館基地隊 警備科長  

国土地理院北海道地方測量部 技術専門員  

北海道総合通信局 防災対策推進室主査  

北海道森林管理局檜山森林管理署 総括事務管理官  

北海道渡島総合振興局 

    函館建設管理部事業室 
事業課長  

北海道函館方面函館中央警察署 警備課長  

函館市消防団 
副連合消防団長 

（恵山） 
 

  〃 
副連合消防団長 

（椴法華） 
 

函館市恵山支所 地域振興課長  

函館市椴法華支所 地域振興課長  
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資料：規制看板等の設置詳細位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「この地図は、国土地理院の電子地形図（タイル）を使用して作成しています。」

規制位置図 １／１０ レベル２(火口周辺規制)

柏野２号線

登山ゲート

つつじ公園

駐車場

森林空間

作業所１付近

高原コース

登山口

規制位置図 ２／１０ レベル２(火口周辺規制)

市道登山口

「この地図は，国土地理院の電子地形図（タイル）を使用して作成しています。）」
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規制位置図 ３／１０ レベル２(火口周辺規制)

道道登山口

「この地図は，国土地理院の電子地形図（タイル）を使用して作成しています。）」

規制位置図 ４／１０ レベル２(火口周辺規制)

恵風登山口

「この地図は，国土地理院の電子地形図（タイル）を使用して作成しています。）」
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規制位置図 ５／１０ レベル５【５－１】(避難)

市道・道道

交差部

市道登山口

「この地図は，国土地理院の電子地形図（タイル）を使用して作成しています。）」

規制位置図 ６／１０ レベル５【５－１】(避難)

市道・道道

交差部白浜川

恵山消防団

第５分団車庫前

「この地図は，国土地理院の電子地形図（タイル）を使用して作成しています。）」

禅龍寺付近
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規制位置図 ７／１０ レベル５【５－３】(避難)

山背泊漁港付近

「この地図は，国土地理院の電子地形図（タイル）を使用して作成しています。）」

規制位置図 ８／１０ レベル５【５－３】(避難)

日ノ浜Ｐエリア

「この地図は，国土地理院の電子地形図（タイル）を使用して作成しています。）」
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道の駅

なとわえさん

規制位置図 ９／１０ レベル５【５－３】(避難)

規制ではなく、車両（大型など）
へこの先の規制を案内する。

「この地図は，国土地理院の電子地形図（タイル）を使用して作成しています。）」

規制位置図 １０／１０ レベル５【５－３】(避難)

古部漁港付近

（滝の沢トンネル）

「この地図は，国土地理院の電子地形図（タイル）を使用して作成しています。）」
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参考：用語解説  

行 用 語 解 説 

か 火 映 赤熱した溶岩や高温のガス等が、噴煙や雲に映って明るく見える現象。 

 活火山 

2003年（平成 15年）に火山噴火予知連絡会が、「概ね過去 1万年以内に噴火した火山

および現在活発な噴気活動のある火山」を活火山と定義し直した。2017（平成 29）年 6

月に 1火山が新たに選定され、活火山の数は 111火山である。 

 
火山性地震 

火山性地震は、火山体およびその近傍で発生する地震の名称で、地下で何らかの破壊

現象が起きて発生すると考えられている。 

 

火山性微動 

火山性微動は、火山に発生する震動のうち、火山性地震とは異なり震動が数十秒から

数分、時には何時間も継続する、始まりと終わりがはっきりしない波形の総称。火山性

微動は、地下のマグマやガス、熱水など流体の移動や振動が原因と考えられており、噴

火に伴う微動もある。 

 

火山灰 

直径 2mm 未満の噴出物をいう。粒子の直径が 2 ㎜～64 ㎜の物質を火山礫（ﾚｷ）、粒子

の直径が 64 ㎜以上の物質を火山岩塊という。堆積した火山灰は少ない降雨でも土石流

となることがある。屋根に積もった火山灰の重みにより木造の建物等が倒壊する可能性

があることから、除灰を行うか、堅牢な建物への避難が必要となる。特に雨や雪により

水分を含んだ場合にはその重量が増すため、建物倒壊の危険性が増加する。堆積した火

山灰や空気中の火山灰は、道路、鉄道、航空などの交通機関、電力・水道などのライフ

ラインに影響を及ぼす。 

 
火山砕屑物 

（火砕物） 

火山から噴出された破片状の固体（火山灰や噴石）のことで、流体の溶岩と区別して

火山砕屑物（略して火砕物）という。多孔質で軽く白っぽいものは軽石、多孔質で軽く

黒っぽいものはスコリアと呼ぶ。 

 

火砕流 

火口から噴出、または溶岩ドームやスコリア丘から崩落した高温の火山灰や岩塊、軽

石等の火砕物が高温の火山ガス（空気、水蒸気等）と混合し、それらが一体となって高

速で地表を流下する非常に危険な現象。最も速いところでは時速 100㎞を超えるため、

火砕流が発生してから避難するのは困難。また、火砕流の温度は様々であるが、600℃以

上の高温になることも多い。 

火砕流には、噴煙柱の崩壊によって発生する「噴煙柱崩壊型」の火砕流や、溶岩ドー

ムの崩壊によって発生する「溶岩ドーム崩壊型」の火砕流などがある。大規模な場合は

地形の起伏にかかわらず広範囲に広がり、埋没、破壊、焼失させ、破壊力が極めて大き

い。なお、火砕流の発生・流下に伴って連続的な地震動（微動）が観測されることが多

い。 

 

火砕サージ 

火砕流の周辺に発生する低密度の火砕物と火山ガスの流れのこと。火砕サージの密度

は、火砕流と比較するとはるかに小さいが、その威力は砂嵐程度のものから建物を破壊

するようなものまで様々である。 

 
火山泥流 

火山の噴出物が大量の水と混じって山の斜面や谷を高速で流下する現象。熱水の噴出

により発生することもある。 

 

火山ガス 

火口や噴気孔から噴出するガスのこと。また、マグマに溶けていたガスやマグマから

放出されたガスも火山ガスという。成分は水蒸気が主であるが、二酸化炭素・硫化水素・

二酸化硫黄なども含まれる。硫化水素や二酸化硫黄などは有毒なので、吸い込むと死亡

することがある。二酸化炭素も濃度が濃いと酸欠状態になり危険である。 

 

空 振 

爆発的噴火に伴う空気振動が伝わる現象。火口近傍では樹木や人がなぎ倒されること

がある。音としては聞きとれなくても窓やドアが震動し、時には窓ガラスなどが割れて

ガラスの破片により負傷することもある。 

 

岩屑
がんせつ

なだれ 

火山噴火や地震などによって火山体が大規模に崩壊し（山体崩壊）、斜面を高速で流下

する現象で、海や湖になだれ込んだ場合は津波が発生することもあり、火砕流と並んで

最も危険な火山現象の一つである。 
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さ 水蒸気噴火 

火山体内の地下水が間接的にマグマによる熱で加熱され高温・高圧の水蒸気になり、

それが急激な減圧や水蒸気圧の上昇によって体積膨張し爆発する現象のこと。この爆発

の特徴は噴出物にマグマ物質が含まれないことである。 

た 地殻変動 

地殻が変形する現象で、火山地域においてはマグマの移動や蓄積などによって、ごく

微小な変形が観測される。地殻変動観測には、GNSS観測や水準測量などの精密な測量、

傾斜計や歪計などが使用される。マグマや溶岩ドームが地表近くまで上昇した段階で

は、亀裂や断層を伴うような顕著な地面の変形がおきることがある。 

は 噴 石 

噴火に伴って、火口から吹き飛ばされる噴出物で、時には、火口から数㎞程度まで飛

散することがある。噴石の大きさにより風の影響の程度が違い、飛散範囲が大きく異な

ることから気象庁では「風の影響を受けずに弾道を描いて飛散する大きな噴石」と「風

に流されて降る直径 2mm以上の小さな噴石」に区別している。特に、大きな噴石の直撃

を受けると、建物は破損し、人は死傷することがある。上空高く放出されることから、

火山活動を監視する航空機も注意が必要である。 

ま マグマ 
岩石が地下で高温高圧のために融解状態になっているもので、地表に噴出したものを

溶岩という。 

 マグマ噴火 

マグマを放出する噴火のこと。マグマが上昇して地表に噴出する仕組みは色々あり、

例えば、マグマ溜まりが周囲から押されたり、新しいマグマがマグマ溜まりに注入され

てマグマ溜まりからマグマが押し出されたり、マグマに溶けていた気体成分が気泡にな

ってマグマが膨張したりするなどして、地表に噴出する。 

マグマの性質によって、ストロンボリ式噴火、ブルカノ式噴火、プリニー式噴火があ

る。 

 
マグマ水蒸気 

噴火 

地下水や海水が直接マグマと接触し、水が急速に水蒸気となることによって、急激に体

積が膨張して発生する激しい爆発現象。数千ｍ上空にまで噴煙を噴き上げ、周辺に大き

な噴石を飛散させるほか、風下に小さな噴石や火山灰を降り積もらせる。 

 鳴 動 地震の発生や火山活動に伴う地面の震動が、空気に伝わり音として聞こえる現象。 

や 
融雪型火山 

泥流 

噴火に伴う火砕流等の高温の噴出物が火口周辺に積もった雪を急速に融かし、発生し

た大量の水が周辺の土砂等を巻き込みながら泥流化して、谷筋や沢沿いをはるか遠方ま

で高速で流下する現象。速さは最も速い場合 60km/ｈを超え、到達距離が 100km を超え

ることもある。 

十勝岳では 1926 年 5 月 24 日に発生した噴火により発生した融雪型火山泥流が 20km

以上流下、死者・行方不明 144名、負傷者約 200名などの被害を生じた。 

 溶岩ドーム 
粘性の高いマグマが噴出し、溶岩が遠くに流れずドーム状になったもの、あるいは固

化してできた丘。 

 溶岩流 

マグマが地表に噴出したものを溶岩といい、溶岩が地表を流れたものを溶岩流とい

う。 

噴出したばかりの溶岩の温度は 1000℃前後の高温で、非常に危険である。 

 

  



 

 

 


